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(57)【要約】
　本発明は、ガラス基板による反射光が隣接する発光領
域に混入することを防止する表示パネル装置を提供する
ことを目的とする。本発明の表示パネル装置は、第１電
極と第２電極との間に介在し、赤色、緑色又は青色の光
を放出する有機発光層を含む画素部（１２）と、第２電
極の上方に設けられるガラス基板（２４）と、画素部と
ガラス基板との間に介在し、各画素部に対応して設けら
れるレンズ（２２）とレンズが形成される基底部（２８
）とを有するレンズシート（２３）と、基底部のレンズ
が設けられている側に配置され、その高さが少なくとも
レンズの高さよりも高く、ガラス基板とレンズシートと
の間に配置されレンズ間を区画する隔壁（２５）を具備
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、
　前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、
　前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有す
るレンズシートと、
　前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための
封止層と、
　前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの高さ
よりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する隔
壁と、を具備し、
　前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成さ
れ前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である、
　表示パネル装置。
【請求項２】
　前記レンズシートの窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は、前記隔壁によって区画さ
れた一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出される光であって、前記一の
色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する、
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項３】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面は平面であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記隔壁の底面が黒
色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項４】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は前記画素部の方に突出した形状であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記先端部の突出し
た形状の側面が黒色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項５】
　前記レンズシートの下面から前記複数の画素部に含まれる有機発光層までの距離と、前
記レンズシートの下面から前記ガラス基板の下面までの距離との比は、１：１から１：８
の範囲内である、
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項６】
　前記隔壁は、各レンズ間であって、前記レンズの形成領域の端部から所定範囲内に形成
されている、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項７】
　前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲
内に形成されている、
　請求項６に記載の表示パネル装置。
【請求項８】
　前記隔壁の側面は黒色であり、
　前記隔壁は、前記一の画素部に含まれる有機発光層から放出された光であって、前記ガ
ラス基板で反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向
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かう光を吸収する、
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項９】
　前記隔壁は、さらに、前記表示パネル装置の外部から前記ガラス基板を介して前記一の
画素部に入射する外光を吸収する、
　請求項８に記載の表示パネル装置。
【請求項１０】
　前記隔壁は、少なくとも前記基底部から延び前記ガラス基板に接触している
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１１】
　前記窪み部は、前記レンズシートを貫通しており、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記レンズシートを貫通している
、
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１２】
　前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍであって、前記有機発光層から前記レンズシー
トの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前記隔壁を前記基底部の底面まで貫通させる、
　請求項１１記載の表示パネル装置。
【請求項１３】
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも短く、側辺が傾斜した形状である、
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１４】
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状である、
　請求項１乃至請求項１２のいずれか1項に記載の表示パネル装置。
【請求項１５】
　前記複数の画素部は、所定の方向に沿って同一の色を放出する有機発光層を含み、
　前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレ
ンズ間を区画する
　請求項１乃至請求項１４記載の表示パネル装置。
【請求項１６】
　前記レンズは、その上面視が長尺状であって、その長手方向に直交する断面が所定の曲
率を有する楕円弧形状である、
　請求項１５記載の表示パネル装置。
【請求項１７】
　前記複数の画素部は格子状に配置され、
　前記隔壁は、前記複数のレンズの間に、前記格子状の縦方向及び横方向に設けられる、
　請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１８】
　前記複数のレンズの上面にわたって形成され、前記複数のレンズにより形成された前記
複数のレンズの凹凸を平坦化して前記レンズシートと前記ガラス基板とを接着する接着層
が設けられ、
　前記接着層の屈折率は、前記複数のレンズの屈折率よりも小さい、
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１９】
　前記ガラス基板は、前記表示パネル装置の外面を形成する、
　請求項１乃至請求項１８記載の表示パネル装置。
【請求項２０】
　前記有機発光層と前記下部電極との間には、前記有機発光層に正孔を注入する正孔注入
層を含む、
　請求項１乃至請求項１９のいずれかに記載の表示パネル装置。
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【請求項２１】
　請求項１乃至請求項２０のいずれか１項に記載の表示パネル装置を備えている表示装置
。
【請求項２２】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部を準備する第１工程と、
　前記上部電極の上方に、前記複数の画素部を封止するための封止層を形成する第２工程
と、
　前記複数の画素部の各々に対応して設けられる複数のレンズと前記複数のレンズが突出
して形成される土台である基底部とを有するレンズシートであって、前記基底部を補強す
るベース部材を前記基底部の前記レンズと反対側の面に有するレンズシートを準備する第
３工程と、
　ガラス基板に、各レンズの相互間を区画する複数の隔壁を形成する第４工程と、
　前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って、前記基底部の表面から前記
レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を形成する第５工程と、
　前記ガラス基板に形成された隔壁を前記窪み部に挿入し、前記隔壁の高さが少なくとも
前記レンズの高さよりも高くなるように前記隔壁を配置する第６工程と、
　前記レンズシートと前記ガラス基板との間に接着剤を注入して前記レンズシートと前記
ガラス基板とを接着する第７工程と、
　前記レンズシートから前記ベース部材を剥離する第８工程と、
　前記封止層の上面に接着剤を注入して、前記封止層と前記レンズシートとを接着する第
９工程と、を含み、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である、
　表示パネル装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第５工程は、前記窪み部を貫通させ、前記複数のレンズの間に前記隔壁を貫通させ
るための孔を形成する工程である、
　請求項２２に記載の表示パネル装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ発光素子を備える表示パネル装置及びその製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大画面の映像を楽しむことができる省スペースの装置として、フラットパネルデ
ィスプレイ（ＦＰＤ）の需要が高まっている。その中で、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を備える表示パネル装置は、ＦＰＤの薄型化、高画質、生
産コスト等の点で期待されている次世代パネル技術である。
【０００３】
　従来、トップエミッション型の有機ＥＬ表示パネルの構造が検討されている。その一例
として、パネルの下側から薄膜トランジスタを含む回路基板、電極に挟まれた発光層を有
する発光部、パネル外部への光取り出し効率を上げるためのレンズ層、及び、保護材とし
てのガラス基板等からなる有機ＥＬ表示パネルが提案されている。また、この有機ＥＬ表
示パネルの面内は、パネルが画素ごとに区切られており、さらにその画素において、光の
三原色である赤、緑、青のそれぞれの色を発光させる発光エリアに分けられている。
【０００４】
　有機ＥＬ表示パネルでは、発光層で発光した光の一部が上記の各層を透過し、パネル外
部に到達する。発光層で発光した光が有機ＥＬパネル外部に到達する経路は幾つかある。
例えば、発光層で発光した光が、発光層の上側のレンズ層及びガラス基板を透過し、有機
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パネルの外部に放出される。また、例えば、発光層で発光した光が発光層の下側に導波し
ていき、発光部の最下層にある反射電極で反射する。その後に、反射電極で反射した光が
、発光層の上層であるレンズ層及びガラス基板を透過し、有機ＥＬ表示パネル外部に到達
する経路もある。このように発光した光が辿る経路は幾つかある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５１０６９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、かかる従来技術では、以下のような問題が生じている。
【０００７】
　即ち、有機ＥＬ表示パネル外部に光が放出される場合、いずれの経路を辿るにせよ、光
は発光部からパネル最上層のガラス基板に向かって導波していく。また、ガラス基板を接
着するための接着層とガラス基板との界面或いはガラス基板と空気との界面で、その光が
反射を起こし、反射した光がパネル内部に戻る。そのため、異なる色の隣接する発光エリ
アに反射した光が進入する。異なる色の発光エリアに進入した光は、発光部の最下層にあ
る反射電極で反射する。そして、この反射電極で反射した光は、発光層等を透過し、自身
が発光した画素とは異なる画素部より、有機ＥＬ表示パネルの外部へ放射される。
【０００８】
　このようにして、有機ＥＬ表示パネル内で、ある発光エリアで発光した光とその隣接す
る発光エリアで発光した光との混色が起こり、色彩の鮮やかな画像表示が困難になる課題
があった。
【０００９】
　さらに、有機ＥＬパネルの発光層を含む発光部は、外気或いは周りの物質からの影響を
受け変質し易く、不安定である。そのため、外部との接触を遮断するために、前記発光部
と前記レンズ層との間に封止層を設ける必要がある。前記封止層を形成することで、前記
発光部から前記レンズ層からなる層までの光の行路が大きくなり、また、前記封止層とそ
の上下の層との界面の数が増えることで、発光した光が反射、散乱する割合が増える。そ
の結果、前記発光部と前記レンズ層との間に封止層を設けるために前記発光部から前記レ
ンズ層までの光の行路が大きくなることに起因して、封止層とその上下の層との界面で生
じた反射光、散乱光がパネル内で迷光となり、隣接する発光エリアに進入してしまうとい
う課題があった。
【００１０】
　なお、ディスプレイを横断する共通の光透過性電極の面抵抗率の低下を防止するため、
導電層を前記光透過性電極と接触させてパターニングした技術が開示されている（特許文
献１、段落［００２１］及び図２を参照）。
【００１１】
　図１８は、特許文献１に開示された従来の表示パネル装置の断面図である。
【００１２】
　図１８に示すように、従来の表示パネル装置（ＯＬＥＤディスプレイ）１０００におい
て、導電層１００７の上には絶縁層１００８がパターニングされ、導電層１００７と絶縁
層１００８とで導電層構造が形成されている。導電層構造はウェルを区画している。ウェ
ルは、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）デバイスの発光領域と揃った位置にある。この特許文献１
は上記課題に直接対応したものではないが、導電層１００７または絶縁層１００８は、外
光を吸収する光吸収材として機能してもよいと言及している（段落［００２５］から段落
［００２７］を参照）。
【００１３】
　しかし、上記従来の表示パネル装置では、共通の光透過性電極１００６、電子輸送層１
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００５、発光層１００４、正孔輸送層１００３、及び基板１００１上の底部電極１００２
からなる発光部上に、光学材料（光散乱材料）１００９及びギャップ１０１１を挟んで光
透過性カバー１０１０が形成されている構成である。しかも、前記光学材料１００９は、
導電層構造により区画されている。この導電層構造を構成する導電層１００７は、共通の
光透過性電極１００６の面抵抗率の低下を防止するために共通の光透過性電極１００６に
電流を供給するものであるため、従来の表示パネル装置では、共通の光透過性電極１００
６と前記導電層１００７とを分離して配置できない。そのため、従来の表示パネル装置は
、導電層１００７によって区間されている光学材料１００９を共通の光透過性電極１００
６から離間して配置することはできないものである。その結果、従来の表示パネル装置で
は、前記発光部と前記レンズ層との間に封止層を設けるために前記発光部から前記レンズ
層までの光の行路が大きくなることに起因して、封止層とその上下の層との界面で生じた
反射光、散乱光がパネル内で迷光となり、隣接する発光エリアに進入してしまうという課
題には対応できない。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、前記発光部と前記レンズ
層との間に封止層を設けた場合に、前記発光部から前記レンズ層までの光の行路が大きく
なることに起因して、前記封止層とその上下の層との界面で生じた反射光、散乱光がパネ
ル内で迷光となり、隣接する発光エリアへの進入を防止し、鮮明な色彩を表現する表示パ
ネル装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様である有機ＥＬ表示パネル装置は、下部電
極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色の
いずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、前記上部電極の上方に設けら
れるガラス基板と、前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素
部の各々に対応して設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台であ
る基底部とを有するレンズシートと、前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、
前記複数の画素部を封止するための封止層と、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間
に、その高さが少なくとも前記レンズの高さよりも高く設けられ、前記放出する色の異な
る画素部間に対応するレンズ間を区画する隔壁と、を具備し、前記レンズシートは、前記
基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成され前記基底部の表面から前記
レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、前記隔壁は、前記レンズシートの窪
み部に挿入され、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、上記本発明の一態様である有機ＥＬ表示パネル装置において、上記迷
光を封止層とガラス基板との間に設けるレンズシートの窪み部に挿入された隔壁で吸収し
、隣接する発光エリアへの迷光の侵入を防ぐことができる。また、外部から進入してきた
外光及び、ガラス基板と接着層との界面及びガラス基板と空気との界面で生じた反射光を
も、外壁で吸収することができる。以上のことにより、隣接する発光エリアでの混色を防
ぐことで、鮮明な色彩を表現する有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。
【図２】図２は、図１に示されるＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係
る表示パネル装置の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、有機発光層から
放出された光の進行を示す図である。
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【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、反射
光の進行を示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、外光
の進行を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、隔壁と有機ＥＬ
部の寸法を示した断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、レンズシー
トの寸法を示した図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、基底部膜厚
の厚さ差分量と外部取出し効率の関係を示したグラフ図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。
【図１３】図１３は、実施の形態１の変形例１に係る表示パネル装置の一部断面図である
。
【図１４】図１４は、実施の形態１の変形例２に係る表示パネル装置の一部断面図である
。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のフローチ
ャートである。
【図１６Ａ】図１６Ａは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０３の工程を示す図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０４の工程を示す図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０５の工程を示す図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０６の工程を示す図である。
【図１６Ｅ】図１６Ｅは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０７の工程を示す図である。
【図１６Ｆ】図１６Ｆは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０８の工程を示す図である。
【図１６Ｇ】図１６Ｇは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０９の工程を示す図である。
【図１６Ｈ】図１６Ｈは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１１０の工程を示す図である。
【図１６Ｉ】図１６Ｉは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１１１の工程を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の態様１に係る表示パネル装置を内蔵した表示装置の
外観図である。
【図１８】図１８は、特許文献1に開示された従来の表示パネル装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置は下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前
記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含
む複数の画素部と、前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、前記複数の画素部と
前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応して設けられる複数のレ
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ンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有するレンズシートと、前
記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための封止
層と、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの
高さよりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画す
る隔壁と、を具備し、前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の
外周に沿って形成され前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪
み部を有し、前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記隔壁の少なくとも
前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である。
【００１９】
　本態様によると、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも
前記レンズの高さよりも高くなるように隔壁を設け、前記放出する色の異なる画素部間に
対応するレンズ間を区画する。これにより、一の色に対応する画素部から放出され前記ガ
ラス基板で全反射された光が、前記一の画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向か
うのを各レンズ間に設けられた隔壁で遮断することができる。そのため、前記一の色に対
応する画素部から放出され前記ガラス基板で全反射された光が、前記他の色に対応する画
素部に侵入するのを大幅に抑制できる。
【００２０】
　また、本態様によると、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って、前
記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を形成する。そして
、前記レンズシートの窪み部に前記隔壁を挿入するとともに、前記隔壁の少なくとも前記
窪み部に挿入された周囲面を黒色にする。これにより、前記一の色に対応する画素部の上
部電極から前記封止層を介して前記他の色に対応する画素部の方向に拡散した迷光を、前
記窪み部に挿入された隔壁の先端部で吸収できる。そのため、前記一の色に対応する画素
部の上部電極から前記他の色に対応する画素部に迷光が侵入するのを抑制することができ
る。
【００２１】
　さらに、前記隔壁の先端部は、前記ガラス基板を介して前記表示パネル装置の外部から
入射する外光を吸収する。これにより、前記隔壁の先端部は、従来カラーフィルタの一つ
として用いられているブラックマトリクスとして機能するので、前記表示パネル装置の外
部から入り込む外光が前記複数の画素部に到達するのを抑制することができる。そのため
、前記外光が前記透明電極から反射して外部に射出するのを抑制でき、画像のコントラス
トを向上できる。
【００２２】
　このように、前記各レンズ間に設けられた隔壁は、前記ガラス基板からの反射光を遮断
する機能、前記一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出された光の迷光を
吸収する機能、及び、前記外光を吸収する機能の３つの機能を一つの部材で兼用する。そ
のため、各々の機能を果たすための別部材を各々独立して設ける必要がなく、前記表示パ
ネル装置を構成する部材の点数を削減できるとともに、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄
くできる。その結果、前記表示パネル装置の製造コストを低下することができるとともに
光の取り出し効率を向上することができる。
【００２３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズシートの窪み部に挿入された前
記隔壁の先端部は、前記隔壁によって区画された一の色に対応する画素部に含まれる有機
発光層から放出される光であって、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応
する画素部に向かう光を吸収する。
【００２４】
　前記複数の画素部の上部電極の上面に直接複数のレンズが配置されている場合、前記上
部電極と前記レンズシートとが密着しているので、前記一の色に対応する画素部の上部電
極から前記他の色に対応する画素部の方向へ拡散する迷光は発生せず、前記一の色に対応
する画素部から放出された光は、前記隔壁間であって前記一の色に対応する画素部の上方
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に放出される。従って、この場合、前記他の色に対応する画素部において、前記一の色の
画素部から放出された迷光による混色は発生しない。
【００２５】
　しかしながら、前記２電極と前記レンズシートとの間に、前記複数の画素部を封止する
ための封止層等の所定の層が介在する場合、この前記２電極と前記レンズシートとの間に
介在している封止層の膜厚分だけ前記レンズシートと前記画素部との間に距離が生じる。
【００２６】
　そのため、前記一の色に対応する画素部から放出された光は、前記一の色に対応する画
素部の上部電極から、前記封止層を介して、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の
色に対応する画素部の方向へ拡散する。その結果、この拡散した光が迷光として前記他の
色に対応する画素部に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【００２７】
　本態様によると、前記レンズシートの窪み部に挿入された前記隔壁の先端部で、前記一
の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出される光であって、前記一の色に対
応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する。これにより、前
記複数の画素部と前記レンズシートとの間に介在する封止層を介して前記他の色に対応す
る画素部に迷光が侵入するのを抑制することができる。そのため、前記他の色に対応する
画素部で混色が発生するのを抑制することができる。
【００２８】
　また、上述のように、前記複数の画素部の上部電極の上面に直接レンズシートが配置さ
れている場合、前記他の色に対応する画素部において前記迷光による混色は発生しないが
、前記複数の画素部を封止するための封止層は、前記レンズシートの上方にしか配置でき
ない。そのため、前記複数の画素部を形成してから、前記レンズシートの上方に前記封止
層を形成するまでに、前記複数の画素部に水分及び酸素等のアウトガスが混入する恐れが
ある。本態様では、前記複数の画素部を形成した後、前記レンズシートを配置するまでに
前記封止層を形成するので、前記レンズシートの上方に前記封止層を配置する場合に比べ
て、前記複数の画素部へ水分及び酸素等のアウトガスが混入するのを一早く遮断できる。
【００２９】
　即ち、本態様では、前記複数の画素部と前記レンズシートとの間に前記封止層を介在さ
せつつ前記他の色に対応する画素部への前記迷光の侵入を抑制できるので、前記複数の画
素部への前記アウトガスの混入を防ぎつつ、前記他の色に対応する画素部への迷光の侵入
を抑制することができる。
【００３０】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面は
平面であり、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記隔壁
の底面が黒色であることを含んでいる。
【００３１】
　前記窪み部に挿入された隔壁の底面が平面の場合、この平面が黒色でなければ、前記他
の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光は前記隔壁の底面で全反射する。その結果
、前記隔壁の底面で全反射された迷光が前記他の色に対応する画素部に侵入し、前記他の
色の画素部において混色が発生する。
【００３２】
　本態様によると、前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面を平面とし、この平面を黒色
とするものである。これにより、前記他の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光を
前記隔壁の底面で吸収できるので、前記隔壁の底面で前記迷光が反射するのを防止できる
。その結果、前記他の色に対応する画素部で混色が発生するのをより効果的に抑制できる
。
【００３３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部
は前記画素部の方に突出した形状であり、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された
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周囲面が黒色とは、前記先端部の突出した形状の側面が黒色であることを含んでいる。
【００３４】
　本態様によると、前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は前記画素部の方に突出し
た形状であり、前記先端部の突出した形状の側面が黒色である。これにより、前記窪み部
に挿入された前記隔壁の先端部の側面で、前記一の色に対応する画素部から放出される光
の迷光を吸収できる。
【００３５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズシートの下面から前記複数の画
素部に含まれる有機発光層までの距離と、前記レンズシートの下面から前記ガラス基板の
下面までの距離との比は、１：１から１：８の範囲内である。
【００３６】
　前記レンズシートと前記ガラス基板との距離に対して、前記レンズシートと前記複数の
画素部との距離が大きいほど、即ち、前記封止層の膜厚が厚いほど、前記封止層を介して
前記他の色に対応する画素部に向かって拡散する迷光の光量は多くなる。そこで、本態様
では、１：１から１：８の範囲内とする。即ち、前記レンズシートと前記複数の画素部と
の距離を、前記レンズシートとガラス基板との距離に対して小さくする。これにより、前
記レンズシートと前記複数の画素部との間に介在する封止層の膜厚は、前記レンズシート
と前記ガラス基板との距離に対して十分薄くなるので、その分前記封止層を介して、前記
一の色に対応する画素部の上部電極から前記他の色に対応する画素部に向かう迷光の光量
を少なくできる。
【００３７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、各レンズ間であって、前記レ
ンズの形成領域の端部から所定範囲内に形成されている。
【００３８】
　本態様によると、前記隔壁を、各レンズ間であって、前記レンズの形成領域の端部から
所定範囲内に形成するものである。
【００３９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部
から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲内に形成されている。
【００４０】
　前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲
内に形成される。
【００４１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の側面は黒色であり、前記隔壁は
、前記一の画素部に含まれる有機発光層から放出された光であって、前記ガラス基板で反
射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収
する。
【００４２】
　前記一の色に対応する画素部から放出された光は、前記ガラス基板への入射角に応じて
前記ガラス基板で全反射する。その結果、前記一の色に対応する画素部に含まれる有機発
光層から放出された光が前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部
に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【００４３】
　本態様によると、前記隔壁の側面は黒色とする。そして、前記ガラス基板で反射され前
記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を、前記隔壁で
吸収する。これにより、前記ガラス基板で反射され、前記他の色に対応する画素部の発光
領域へ向かう光を抑制できるので、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する
のを抑制できる。その結果、画像のコントラストを向上することが出来る。
【００４４】
　また、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部への漏光を吸収
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するために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がなくなるので、その分、有
機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。その結果、前記表示パネル装置の光の取り出し効率を向
上できる。
【００４５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、さらに、本装置の外部から前
記ガラス基板を介して前記一の画素部に入射する外光を吸収する
　本態様によると、前記隔壁は前記ガラス基板を介して前記表示パネル装置の外部から入
射する外光を吸収する。これにより、前記隔壁は、従来カラーフィルタの一部として用い
られているブラックマトリクスとして機能し、前記表示パネル装置の外部から入り込む外
光が前記隣接する画素部に到達するのを遮断できる。そのため、前記外光が前記透明電極
から反射して外部に射出されるのを抑制できる。その結果、画像のコントラストを向上で
きる。
【００４６】
　また、前記外光を吸収するために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がな
くなるので、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。
【００４７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、少なくとも前記基底部から延
び前記ガラス基板に接触してもよい。
【００４８】
　本態様によると、前記隔壁を前記ガラス基板に接触するように設ける。これにより、前
記隔壁は、前記ガラス基板と前記基底部との間を完全に遮断するので、前記ガラス基板で
全反射される反射光が前記一の色に対応する画素部に隣接する画素部に向かうのを確実に
遮断できる。
【００４９】
　また、従来、前記基底部は前記レンズに対して非常に薄く、前記基底部のみでは前記レ
ンズの形状が崩れてしまい前記レンズの形状を維持することができなかった。そのため、
従来は前記基底部の下面に前記基底部を補強するベース部材が設けられていた。しかしな
がら、前記ガラス基板と前記画素部との間の層が多くなるほど、前記画素部の有機発光層
から前記ガラス基板を介して放出される光量が減少し、光の取り出し効率が抑制されてい
た。
【００５０】
　本態様によると前記基底部と前記ガラス基板とが、前記隔壁により接続されるので、前
記レンズシートは、前記隔壁及び前記ガラス基板によって固定される。そのため、従来前
記レンズシートの下面に設けられていた前記ベース部材を削減することができ、その分、
前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する層を削減することができる。その結果、前
記画素部の有機発光層から射出された光を、従来に比べて多く取り出すことが可能になり
、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【００５１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部は、前記レンズシートを貫通し
ており、前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記レンズシートを貫通し
てもよい。
【００５２】
　本態様によると、前記窪み部は、前記レンズシートを貫通し、前記隔壁は、前記レンズ
シートを貫通している。これにより、前記窪み部に挿入される隔壁の領域が大きくなるの
で、その分、前記一の色に対応する画素部に隣接する画素部への迷光をより多く吸収する
ことができる。
【００５３】
　また、前記隔壁を前記基底部に貫通させることで、前記隔壁を介して前記レンズシート
と前記ガラス基板とが安定して固定される。そのため、前記レンズシートの下に前記ベー
ス部材を設ける必要がなくなり、その分、前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する
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層を削減することができる。その結果、前記画素部の有機発光層から射出された光を多く
取り出すことが可能になり、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【００５４】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍで
あって、前記有機発光層から前記レンズシートの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前
記隔壁を前記基底部の底面まで貫通させてもよい。
【００５５】
　本態様によると、前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍであって、前記有機発光層か
ら前記レンズシートの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前記隔壁を前記基底部の底面
まで貫通させるものである。
【００５６】
　これにより、前記隔壁は、前記ガラス基板からの反射光を最も遮断する深さで前記基底
部を貫通する。そのため、前記隔壁によって区画された一の画素部に含まれる有機発光層
から放出された光が、前記ガラス基板での反射により前記一の画素部に隣接する画素部に
向かうのを最適に遮断できる。その結果、画像のコントラストを精度よく向上することが
できる。
【００５７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも
短く、側辺が傾斜した形状であってもよい。
【００５８】
　本態様によると、前記隔壁の断面形状を上辺が底辺よりも短くその側辺が傾斜した形状
とするので、前記隔壁を安定して保持できる。
【００５９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも
長く、側辺が傾斜した形状であってもよい。
【００６０】
　本態様によると、前記隔壁の断面形状を上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状と
してもよい。
【００６１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数の画素部は、所定の方向に沿って
同一の色を放出する有機発光層を含み、前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出
する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画すする構成でもよい。
【００６２】
　本態様によると、前記複数のレンズは、前記同一の色を放出する複数の画素部を覆うよ
うに設けられ、前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出する色の異なる画素部間
に対応するレンズ間を区画するものである。
【００６３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズは、その上面視が長尺状であっ
て、その長手方向に直交する断面が所定の曲率を有する楕円弧形状であってもよい。
【００６４】
　本態様によると、前記レンズは、その上面視が長尺状であって、その長手方向に直交す
る断面が所定の曲率を有する楕円弧形状とするものである。
【００６５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数の画素部は格子状に配置され、前
記隔壁は、前記複数のレンズの間に、前記格子状の縦方向及び横方向に設けられてもよい
。
【００６６】
　本態様によると、前記複数の画素部を格子状に設け、前記複数のレンズの間に、前記隔
壁を前記格子状の縦方向及び横方向に設けるものである。
【００６７】
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　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数のレンズの上面にわたって形成さ
れ、前記複数のレンズにより形成された前記複数のレンズの凹凸を平坦化して前記レンズ
シートと前記ガラス基板とを接着する接着層が設けられ、前記接着層の屈折率は、前記複
数のレンズの屈折率よりも小さくてもよい。
【００６８】
　本態様によると、前記レンズシートと前記ガラス基板との間に、前記レンズシートと前
記ガラス基板とを接着する接着層が設けられる。
【００６９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記ガラス基板は、前記表示パネル装置の
外面を形成する。
【００７０】
　本態様によると、前記ガラス基板を前記表示パネル装置の外面としてもよい。
【００７１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置は、前記有機発光層と前記下部電極との間には、
前記有機発光層に正孔を注入する正孔注入層を含んでいる。
【００７２】
　本態様によると、前記有機発光層と前記下部電極との間に、前記有機発光層に正孔を注
入する正孔注入層を含むものである。
【００７３】
　本発明の一態様に係る表示装置は上記表示パネル装置を備えている。
【００７４】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置の製造方法は、下部電極、上部電極、及び、前記
下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色のいずれかの光を放出する有
機発光層を含む複数の画素部を準備する第１工程と、前記上部電極の上方に、前記複数の
画素部を封止するための封止層を形成する第２工程と、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記複数のレンズが突出して形成される土台である基底部と
を有するレンズシートであって、前記基底部を補強するベース部材を前記基底部の前記レ
ンズと反対側の面に有するレンズシートを準備する第３工程と、ガラス基板に、各レンズ
の相互間を区画する複数の隔壁を形成する第４工程と、前記基底部の前記レンズが設けら
れた領域の外周に沿って、前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪ん
だ窪み部を形成する第５工程と、前記ガラス基板に形成された隔壁を前記窪み部に挿入し
、前記隔壁の高さが少なくとも前記レンズの高さよりも高くなるように前記隔壁を配置す
る第６工程と、前記レンズシートと前記ガラス基板との間に接着剤を注入して前記レンズ
シートと前記ガラス基板とを接着する第７工程と、前記レンズシートから前記ベース部材
を剥離する第８工程と、前記封止層の上面に接着剤を注入して、前記封止層と前記レンズ
シートとを接着する第９工程と、を含み、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された
周囲面は黒色である表示パネル装置の製造方法である。
【００７５】
　従来、前記基底部は前記レンズに対して非常に薄く、前記基底部のみでは前記レンズの
形状が崩れてしまい前記レンズの形状を維持することができなかった。そのため、従来は
前記基底部の下面に前記基底部を補強するベース部材が設けられていた。しかしながら、
前記ガラス基板と前記画素部との間の層が多くなるほど、前記画素部の有機発光層から前
記ガラス基板を介して放出される光量が減少し、光の取り出し効率が抑制されていた。
【００７６】
　本態様によると、前記隔壁及び前記接着層を介して前記レンズシートと前記ガラス基板
とを接続した後、前記ベース部材を剥離する。これにより、前記レンズシートは、前記隔
壁及び前記ガラス基板によって固定されるので、前記ベース部材を剥離しても前記レンズ
はその形状を維持することができる。そのため、前記レンズシートから前記ベース部材を
剥離できるので、その分、前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する層を削減するこ
とができる。その結果、本製造プロセスにより製造された表示パネル装置は、前記画素部
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の有機発光層から射出された光を従来に比べて多く取り出すことが可能になり、光の取り
出し効率を向上することが出来る。
【００７７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置の製造方法では、前記第５工程は、前記窪み部を
貫通させ、前記複数のレンズの間に前記隔壁を貫通させるための孔を形成する工程である
。
【００７８】
　本態様によると、前記隔壁は前記基底部を貫通するように設けてもよい。これにより、
表示パネル装置の製造プロセスにおいて、前記レンズシートに前記隔壁を形成して前記基
底部を貫通させる場合、前記隔壁を前記基底部の上面に接着するだけではなく、前記隔壁
を前記基底部に貫通させて保持するので、前記複数のレンズの間に前記隔壁を安定して保
持できる。
【００７９】
　以下、本発明の実施の形態に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定されること
は言うまでもない。また、各図は、説明のための模式図であり、膜厚及び各部の大きさの
比などは、必ずしも厳密ではない。
【００８０】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置について説明する。図１は、本発明
の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。なお、説明のため最上層部分であ
るガラス基板２４及び接着層２７は図示していない。
【００８１】
　図１に示すように、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１は、行方向及び行方
向と直交する列方向に、即ち、マトリクス状に形成される複数の発光領域を備える。複数
の発光領域は、発光領域ごとに発光画素部（以下、「画素部」と記載する）１２を備える
。従って、画素部１２は、発光領域に従って、行方向及び行方向と直交する列方向に、即
ち、マトリクス状に複数配置される。複数の画素部１２は、赤色の光を発光する画素部１
２Ｒ（以下、「赤色画素部」と記載する）と、緑色の光を発光する画素部１２Ｇ（以下、
「緑色画素部」と記載する）と、青色の光を発光する画素部１２Ｂ（以下、「青色画素部
」と記載する）とを含んでいる。以下、説明のために各構成の名称に付けられた符号の末
尾にＲの記号を付した場合、その構成が赤色の発光領域に属するものとする。また、同様
に緑色の発光領域に属する場合は、Ｇの記号を付し、青色の発光領域に属する場合は、Ｂ
の記号を付す。
【００８２】
　このように３色の光を発光する複数の画素部１２は、列方向に同じ色の光を発光する画
素部が繰り返して配置され、ストライプ状をなしている。また、行方向には、赤色画素部
１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂがこの順で繰り返して配置されている。
発光領域は、これら赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂを含み、
光が発光する領域である。赤色画素部１２Ｒに対応する発光領域が赤色発光領域であり、
緑色画素部１２Ｇに対応する発光領域が緑色発光領域であり、青色画素部１２Ｂに対応す
る発光領域が青色発光領域である。また、青色画素部１２Ｂと次の赤色画素部１２Ｒ’と
の間の領域は、画素部１２が形成されておらず、光が発光しない領域である非発光領域で
ある。
【００８３】
　各画素部１２に対応するようにして画素部１２ごとにレンズ２２が形成されている。レ
ンズ２２は、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂの各有機発光層
から放出された光を集束させるためのものである。なお、赤色画素部１２Ｒに対応するレ
ンズを赤色用レンズ２２Ｒ、緑色画素部１２Ｇに対応するレンズを緑色用レンズ２２Ｇ及
び青色画素部１２Ｂに対応するレンズを青色用レンズ２２Ｂと称する。
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【００８４】
　さらに、各画素部１２に対応する各レンズ２２の間には隔壁２５が設けられている。隔
壁２５は、互いに行方向で隣り合う発光領域に異なる色の光が混入しないように設けられ
ている。すなわち、赤色用レンズ２２Ｒと緑色用レンズ２２Ｇとの間及び緑色用レンズ２
２Ｇと青色用レンズ２２Ｂとの間において、隔壁２５が設けられている。換言すると、隔
壁２５は、赤色用レンズ２２Ｒ、緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂの各レンズ
２２を挟むように各レンズ２２の両側に設けられるものである。
【００８５】
　このように、複数の画素部は、所定の方向に沿って同一の色を放出する有機発光層１１
を含み、隔壁２５は、所定の方向に沿って、放出する色の異なる画素部間に対応するレン
ズ間を区画する。
【００８６】
　本態様によると、複数のレンズは、同一の色を放出する複数の画素部を覆うように設け
られ、隔壁２５は、所定の方向に沿って、放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ
間を区画するものである。
【００８７】
　なお、本実施形態において、各レンズ２２は、図１に示すように、各画素部１２の１つ
ずつに対応するようにして配置したが、列方向に形成される同色の画素部１２に共通のレ
ンズであるレンチキュラレンズを用いることもできる。
【００８８】
　この各レンズ２２及び隔壁２５の位置関係について、図２を用いて詳述する。図２は、
図１に示されるＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置
の断面図である。
【００８９】
　図２に示すように、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１は、有機ＥＬ部１０
とレンズ部２０とが封止樹脂３０を介して貼り合わされた構成をなしている。
【００９０】
　有機ＥＬ部１０は、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂにおいて、平坦化膜（不図示）が
形成された基板１３上に、第１電極１４（下部電極）、正孔注入層１５、中間層１６、有
機発光層１１、電子輸送層１７、第２電極１８（上部電極）及び封止薄膜１９が順に形成
されたものである。
【００９１】
　平坦化膜が形成された基板１３は、基板上に形成された薄膜トランジスタ（以下「ＴＦ
Ｔ」と記載する）層（不図示）及びその上面を平坦にするための平坦化膜からなる。
【００９２】
　第１電極１４は、例えば、陽極となる反射電極であってもよく、画素部ごとに分離形成
されている。すなわち、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂのそ
れぞれに対応して第１電極１４が形成されている。
【００９３】
　正孔注入層１５は、中間層１６に正孔を注入し易くする機能を有し、所定の有機材料で
形成されている。また、中間層１６は、正孔を有機発光層１１に注入し易くする機能を有
し、所定の有機材料で形成されている。正孔注入層１５及び中間層１６は、画素部ごとに
分離形成されている。
【００９４】
　所定の光を放出する有機発光層１１は、赤色の光を放出する有機発光層１１Ｒ（以下、
「赤色有機発光層」と記載する）と、緑色の光を放出する有機発光層１１Ｇ（以下、「緑
色有機発光層」と記載する）と、青色の光を放出する有機発光層１１Ｂ（以下、「青色有
機発光層」と記載する）とを含んでいる。また、赤色有機発光層１１Ｒ、緑色有機発光層
１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂは、それぞれ、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及
び青色画素部１２Ｂに含まれている。なお、有機ＥＬ部１０における画素部１２は第１電
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極１４及び第２電極１８を備えており、赤色有機発光層１１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及
び青色有機発光層１１Ｂの各有機発光層は、第１電極１４と第２電極１８との間に介在し
ている。
【００９５】
　有機発光層１１は、画素部１２ごとに所定の電界発光機能を有する有機材料で形成され
ている。有機発光層１１は、画素部１２ごとに分離形成されており、上述のとおり、赤色
画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂには、それぞれ赤色有機発光層１
１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂを備えている。
【００９６】
　電子輸送層１７は、電子を有機発光層１１に注入し易くする機能を有し、所定の有機材
料で形成されている。
【００９７】
　第２電極１８は、例えば、陰極となる透明電極であって、第１電極１４と対向するよう
にしてＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）等の導電性材料で形成されてもよい。第２電極１
８は、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂに共通の共通電極である。
【００９８】
　封止薄膜１９及びその封止薄膜１９の上の封止樹脂３０は、有機ＥＬ部１０を封止する
ための封止層であり、例えば、薄膜透明絶縁材料で形成されている。有機発光層１１に含
まれる電界発光機能を有する有機材料は、水分及び酸素からの影響を受け、変質及び劣化
を起こしやすい。そのため、有機ＥＬ部１０を封止し、有機ＥＬ部１０への水分及び酸素
が浸入することを防ぐことは重要である。
【００９９】
　なお、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂの間には、第１電極１４、正孔注入層１５、中
間層１６及び有機発光層１１を画素部１２ごとに区画するためのバンクＢＮＫが設けられ
ている。バンクＢＮＫは、例えば、感光性樹脂によって形成されている。また、有機発光
層１１が形成されていない非発光領域には、基板１３上に配線ＬＮが形成されている。
【０１００】
　レンズ部２０は、レンズ２２を備えるレンズシート２３と、ガラス基板２４（カバープ
レート）とを備える。さらに、レンズ部２０は、隔壁２５を備える。また、レンズシート
２３とガラス基板２４との間には接着層２７が形成されている。
【０１０１】
　レンズシート２３は、画素部１２（有機ＥＬ部１０）とガラス基板２４との間に介在す
るように配置されており、レンズ２２と当該レンズ２２が突出して形成される土台である
基底部２８（ベース部）とを有する。このレンズシート２３は、シート状の基底部２８の
一方の面上に、例えば、ポリメタクリル酸メチル樹脂（メタクリル樹脂）等のアクリル樹
脂からなる複数のレンズ２２が形成されたものである。レンズ２２は、全ての各画素部１
２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂに対応するようにして形成されており、１つの画素部１２には１つ
のレンズ２２が対応するように形成されている。具体的には、赤色画素部１２Ｒに対して
は赤色用レンズ２２Ｒが形成されており、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂに対し
てはそれぞれ緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂが形成されている。各画素部１
２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂの各レンズ２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂによって、各有機発光層１１Ｒ
、１１Ｇ、１１Ｂが放出した光を集光させることができる。これにより、光取り出し効率
を向上させることができる。
【０１０２】
　なお、各レンズ２２の断面形状は、例えば、図２に示すように、所定の曲率を有する楕
円弧形状であってもよい。また、表示パネル装置１を平面視したときのレンズ２２の形状
は、図１に示すように、列方向に長尺状をなす矩形状である。すなわち、レンズ２２は、
半円筒状の形状をなしている。また、本実施形態において、各レンズ２２は、図１に示す
ように、各画素部１２の１つずつに対応するようにして配置したが、列方向に形成される
同色の画素部１２に共通のレンズであるレンチキュラレンズを用いることもできる。
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【０１０３】
　ガラス基板２４は、レンズ部２０の最上層に設けられている。また、ガラス基板２４は
、表示パネル装置１の外面を構成するものであり、各画素部１２の各有機発光層１１から
放出した光はガラス基板２４を通って表示パネル装置１の外部に放射される。
【０１０４】
　接着層２７は複数のレンズの上面にわたって形成され、前記接着層２７は複数のレンズ
により形成された複数のレンズの凹凸を平坦化してレンズシート２３とガラス基板２４と
を接着するために設けられる。また、その屈折率は、複数のレンズの屈折率よりも小さい
。
【０１０５】
　レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２が設けられている側には、各画素部１２に
対応するレンズ間を区画する隔壁２５が設けられている。隔壁２５は、レンズシート２３
とガラス基板２４との間に配置されるものであり、本実施の形態では、隔壁２５のガラス
基板側端がガラス基板２４に接触するように構成されている。そのため、レンズシート２
３の基底部２８からの高さが隔壁２５の方がレンズ２２よりも高い構成になる。
【０１０６】
　一方で、レンズシート２３の基底部側端は、レンズシート２３の基底部２８に設けられ
た窪み部２９に埋設されており、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面を
黒色にする。窪み部２９は、基底部２８の表面からレンズ２２が突出する方向とは逆方向
に窪んだ窪み部である。また、当該窪み部２９は、基底部２８のレンズ２２が設けられた
領域の外周に沿って形成されている。すなわち、窪み部２９は、表示パネル装置１を平面
視したときに、基底部２８のレンズ形成領域におけるレンズ２２の外周部分のうち列方向
に沿った部分に従ってストライプ状をなしている。
【０１０７】
　本実施の形態では、有機ＥＬ部１０と前記レンズ部２０との間に封止薄膜１９及び封止
樹脂３０が設けられている。そのため、封止薄膜１９及び封止樹脂３０が介在する分だけ
、第２電極１８（上部電極）からレンズシート２３の基底部２８までの光の行路（図２中
の距離Ａ）が大きくなる。これに起因して、封止薄膜１９及び封止樹脂３０とその上下の
層との界面で生じた反射光及び有機発光層１１からレンズシート２３の基底部２８までに
存在する各層での散乱によって生じる散乱光がパネル内で迷光となって、隣接する画素部
１２に進入してしまう。そして、ある画素部から隣接する違う色の迷光が放出され、画像
のコントラストを下げるという課題が生ずる。
【０１０８】
　そこで、本態様によると、隔壁２５を上述のように、各画素部１２に対応する各レンズ
２２の間には隔壁２５が設けられている。すなわち、隔壁２５は、赤色用レンズ２２Ｒ、
緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂの各レンズ２２を挟むように各レンズ２２の
両側に設けられている。
【０１０９】
　この隔壁２５の役割について、図３を用いて詳述する。図３は、本発明の実施の形態１
に係る表示パネル装置の断面において、有機発光層から放出された光を隔壁２５が吸収し
て迷光を防止する様子を模式的に示した図である。
【０１１０】
　図３に示すように、有機発光層１１から発光した光は、上部電極１８からレンズシート
２３の基底部２８までに距離Ａが存在するために、一の色に対応する画素部の上部電極１
８、封止薄膜１９及び封止樹脂３０で散乱して、他の色に対応する画素部の方向に進む迷
光（図３中の破線矢印）となる。
【０１１１】
　ここで、窪み部２９は、レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２が設けられた領域
の外周に沿って、レンズシート２３の基底部２８の表面からレンズ２２の突出方向とは逆
方向に窪んで形成されている。そして、隔壁２５はレンズシート２３の窪み部２９に挿入
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されるとともに、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面を黒色にする。こ
れにより、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は上記迷光を吸収できる。そのため
、一の色に対応する画素部の上部電極１８から他の色に対応する画素部１２に迷光が侵入
するのを抑制することができる。一方、他の色に対応する画素部の方向に進まない光（図
３中の実線矢印）は、そのまま一の色に対応する画素部よりガラス基板２４を透過し、外
部に放射される。
【０１１２】
　従来技術のように、複数の画素部の上部電極の上面に直接複数のレンズが配置されてい
る場合、上部電極とレンズシートとが密着しているので、一の色に対応する画素部の上部
電極から他の色に対応する画素部の方向へ拡散する迷光は発生せず、前記一の色に対応す
る画素部から放出された光は、隔壁間であって一の色に対応する画素部の上方に放出され
る。従って、この場合、前記他の色に対応する画素部において、前記一の色の画素部から
放出された迷光による混色は発生しない。
【０１１３】
　しかしながら、本実施の形態のように、第２電極１８とレンズシート２３との間に、例
えば、複数の画素部１２を封止するための封止薄膜１９及び封止樹脂３０が介在する場合
、この第２電極１８とレンズシート２３との間に介在している封止薄膜１９及び封止樹脂
３０の膜厚分だけレンズシート２３と画素部１２との間に距離Ａが生じる。
【０１１４】
　そのため、一の色に対応する画素部から放出された光は、この距離Ａの存在のため、一
の色に対応する画素部の上部電極１８から、封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して、一
の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部の方向へ拡散する。その結果、
この拡散した光が迷光として他の色に対応する画素部に侵入し、他の色に対応する画素部
において混色が発生する。
【０１１５】
　本実施の形態によると、レンズシート２３の窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部
で、一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層１１から放出される光であって、一の
色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する。これによ
り、複数の画素部１２とレンズシート２３との間に介在する封止薄膜１９及び封止樹脂３
０を介して他の色に対応する画素部に迷光が侵入するのを抑制することができる。そのた
め、他の色に対応する画素部で混色が発生するのを抑制することができる。
【０１１６】
　また、従来技術のように、複数の画素部の上部電極の上面に直接レンズシートが配置さ
れている場合、他の色に対応する画素部において迷光による混色は発生しないが、複数の
画素部を封止するための封止層は、レンズシートの上方にしか配置できない。そのため、
複数の画素部を形成してから、レンズシートの上方に封止層を形成するまでに、複数の画
素部に水分及び酸素等のアウトガスが混入する恐れがある。本実施の形態では、複数の画
素部を形成した後、レンズシート２３を配置するまでに封止薄膜１９及び封止樹脂３０を
形成するので、レンズシートの上方に封止層を配置する場合に比べて、複数の画素部へ水
分及び酸素等のアウトガスが混入するのを一早く遮断できる。
【０１１７】
　即ち、本実施の形態では、複数の画素部１２とレンズシート２３との間に封止薄膜１９
及び封止樹脂３０を介在させつつ他の色に対応する画素部への迷光の侵入を抑制できるの
で、複数の画素部１２へのアウトガスの混入を防ぎつつ、他の色に対応する画素部への迷
光の侵入を抑制することができる。
【０１１８】
　なお、窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面は、例えば、平面である場合も含んでい
る。また、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面が黒色とは、例えば、隔
壁２５の底面が黒色であることを含んでいる。
【０１１９】
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　窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面が平面の場合、この平面が黒色でなければ、他
の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光は隔壁２５の底面で反射してしまう。その
結果、隔壁２５の底面で反射された迷光が、他の色に対応する画素部に侵入し、他の色の
画素部において混色が発生する。つまり、窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面を平面
とし、この平面を黒色とすることで、他の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光を
隔壁２５の底面で吸収できるので、隔壁２５の底面で迷光が反射するのを防止できる。そ
の結果、他の色に対応する画素部で混色が発生するのをより効果的に抑制できる。
【０１２０】
　隔壁２５は、迷光を吸収するだけではなく、接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂ及
びガラス基板２４と外部大気との界面Ｃで生じる反射光も吸収する。その役割について、
図４を用いて詳述する。図４は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部
２０の断面において、有機発光層１１で発光した光が接着層２７とガラス基板２４との界
面Ｂで反射した反射光及びガラス基板２４と外部大気との界面Ｃで反射した反射光の進行
を示す図である。
【０１２１】
　一の色に対応する画素部の有機発光層１１から放出された光は、ガラス基板２４への入
射角に応じて接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂで反射する。また、ガラス基板２４
と外部大気との界面Ｃでも反射する。その結果、前記一の色に対応する画素部に含まれる
有機発光層１１から放出された光が前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応
する画素部に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【０１２２】
　図４に示すように、本態様では、ガラス基板２４とレンズシート２３との間に、その高
さが少なくともレンズ２２の高さよりも高くなるように隔壁２５を設けている。この隔壁
２５は前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する。これにより、一
の色に対応する画素部から放出され、接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂで反射され
た光（図４中の実線矢印）が、一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素
部に向かうのを各レンズ間に設けられた隔壁２５で遮断することができる。また、ガラス
基板２４と外部大気との界面Ｃで反射された光（図４中の点線矢印）が、一の色に対応す
る画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かうのを各レンズ間に設けられた隔壁２
５で遮断することができる。そのため、一の色に対応する画素部から放出されガラス基板
２４で反射された光が、他の色に対応する画素部に侵入するのを大幅に抑制できる。
【０１２３】
　さらに、本実施の形態では、隔壁２５の側面は黒色とする。そして、接着層２７とガラ
ス基板２４との界面Ｂで反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応す
る画素部に向かう光を、前記隔壁２５で吸収する。また、ガラス基板２４と外部大気との
界面Ｃで反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向か
う光を、前記隔壁２５で吸収する。これにより、接着層２７とガラス基板２４との界面で
反射され、他の色に対応する画素部の発光領域へ向かう光を抑制できるので、他の色に対
応する画素部において混色が発生するのを抑制できる。その結果、表示画像のコントラス
トを向上することが出来る。
【０１２４】
　また、一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部への漏光を吸収する
ために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がなくなるので、その分、有機Ｅ
Ｌパネル全体の膜厚を薄くできる。
【０１２５】
　隔壁２５は、ガラス基板２４の外部からの外光遮断を吸収する。その役割について図５
を用いて詳述する。図５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の断面において
、外光の進行を示す図である。
【０１２６】
　図５に示すように、隔壁２５の先端部は、ガラス基板２４を介して表示パネル装置の外
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部から入射する外光（図５中の実線矢印）を吸収する。これにより、隔壁２５の先端部は
、従来カラーフィルタの一部として用いられているブラックマトリクスとして機能するの
で、表示パネル装置の外部から入り込む外光が複数の画素部に到達するのを抑制すること
ができる。そのため、外光が下部電極１４である反射電極及び上部電極１８である透明電
極の表面で反射して外部に射出するのを抑制でき、画像のコントラストを向上できる。
【０１２７】
　上述のように、各レンズ間に設けられた隔壁２５は、有機発光層１１から放出され封止
薄膜１９等で散乱等により生じる迷光を吸収する機能（図３）、ガラス基板２４からの反
射光を遮断する機能（図４）及び外光を吸収する機能（図５）の３つの機能を一つの部材
で兼用する。そのため、表示画像のコントラスト比を大幅に向上できる。また、各々の機
能を果たすための別部材を各々独立して設ける必要がなく、表示パネル装置を構成する部
材の点数を削減できるとともに、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。その結果、
表示パネル装置の製造コストを低下することができるとともに光の取り出し効率を向上す
ることができる。
【０１２８】
　なお、本態様に係る表示パネル装置では、隔壁２５は、少なくとも基底部２８から延び
ガラス基板２４に接触していてもよい。
【０１２９】
　本態様によると、隔壁２５をガラス基板２４に接触するように設ける。これにより、隔
壁２５は、ガラス基板２４と基底部２８との間を完全に遮断するので、ガラス基板２４と
接着層２７との界面で反射される反射光が一の色に対応する画素部に隣接する画素部に向
かうのを確実に遮断できる。
【０１３０】
　なお、図６に示すように、隔壁２５はレンズ部２０のガラス基板２４と必ずしも接触し
ている必要はない。迷光、ガラス基板からの反射光及び外光を吸収及び遮断できる程度に
おいて、隔壁２５はレンズ部２０のガラス基板２４と離れて形成されてもよい。
【０１３１】
　なお、図７に示すように、隔壁２５の表示パネル装置１の面内垂直方向の断面形状を、
例えば、上辺が底辺よりも短く、側辺が傾斜した形状としてもよい。本態様にすることで
、隔壁２５の断面形状を上辺が底辺よりも短くその側辺が傾斜した形状とするので、前記
隔壁を安定して保持することができる。
【０１３２】
　なお、図８に示すように、隔壁２５の表示パネル装置１の面内垂直方向の断面形状を、
上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状としてもよい。本態様にすることで、隔壁２
５の断面形状を上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状としてもよい。
【０１３３】
　隔壁２５が、上記機能を果たす好適な寸法についてその一例を説明する。図９は、図１
に示されるＹ－Ｙ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の断
面図である。
【０１３４】
　図９に示すように、有機ＥＬ部１０に含まれる有機発光層１１からレンズ部２０に含ま
れるレンズシート２３の基底部２８に埋設されている隔壁２５の底面までの距離をａとす
る。一方、前記レンズ部２０に含まれるレンズシート２３の基底部２８に埋設されている
隔壁２５の底面から隔壁２５の上面までの距離をｂとする。このａ及びｂの大きさの比ａ
：ｂが、例えば、１：１から１：８になるように隔壁２５を設けることで、本実施の形態
において、隔壁２５が機能を発揮するのに好適である。
【０１３５】
　レンズシート２３とガラス基板２４との距離に対して、レンズシート２３と複数の画素
部（有機ＥＬ部１０）との距離が大きいほど、即ち、封止薄膜１９及び封止樹脂３０の膜
厚が厚いほど、封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して他の色に対応する画素部に向う迷
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光の光量は多くなる。そこで、本態様では、１：１から１：８の範囲内とする。即ち、前
記レンズシートと前記複数の画素部との距離を、前記レンズシートとガラス基板との距離
に対して小さくする。これにより、レンズシート２３と複数の画素部との間に介在する封
止薄膜１９及び封止樹脂３０の膜厚は、レンズシート２３とガラス基板２４との距離に対
して十分薄くなるので、その分封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して、一の色に対応す
る画素部の上部電極１８から他の色に対応する画素部に向かう迷光の光量を少なくできる
。
【０１３６】
　次に、レンズシート２３の好適な寸法についてその一例を説明する。図１０は、本実施
の形態におけるレンズシート２３の断面図である。
【０１３７】
　図１０に示すように、レンズシート２３はレンズ２２及び基底部２８からなる。各レン
ズ２２は、例えば、略同じ形状及び略同じ大きさであってもよい。すなわち、赤色用レン
ズ２２Ｒ、緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂは略同じ形状及び略同じ大きさで
あってもよい。なお、各レンズ２２は、基底部２８の一方の面にのみ形成されている。ま
た、本実施の形態における各レンズ２２の寸法について、例えば、レンズ高さｈ１を４３
μｍとしてもよい。また、例えば、赤色用レンズ２２Ｒと緑色用レンズ２２Ｇとの間及び
緑色用レンズ２２Ｇと青色用レンズ２２Ｂとの間の距離をｗ１とすると、その寸法を３μ
ｍとしてもよい。また、例えば、青色画素部１２Ｂに対応する青色用レンズ２２Ｂと赤色
画素部１２Ｒ’に対応する赤色用レンズ２２Ｒ’との非発光領域の距離ｗ２は５４μｍと
してもよい。
【０１３８】
　上述のように、レンズシート２３はレンズ２２及び基底部２８からなる。各レンズ２２
は基底部２８の上に形成されることによって、各レンズ２２は一体物としてのレンズシー
ト２３を成している。そのため、基底部２８の膜厚により、レンズシート２３の物理的強
度は決まる。本実施の形態では、レンズシート２３の基底部２８に窪み部２９を形成し、
窪み部２９に隔壁２５を埋設することで、レンズシート２３の物理的強度が増し、基底部
２８の膜厚を薄くすることができる。このように、レンズシート２３の基底部２８の膜厚
を薄くすれば、これに比例して、そのようなレンズシート２３の基底部２８を用いた場合
の光の取出し効率も向上する。この点について、図８の基底部２８の膜厚の厚さ差分量と
基底部２８を介した外部への光の取出し効率との関係を示したグラフを用いて詳述する。
【０１３９】
　図１１は、レンズシート２３の基底部２８の膜厚をある基準の厚さに対して、その膜厚
の増減（基底部膜厚の厚さ差分量）により基底部２８を介した外部への光の取出し効率（
外部取出し効率）がどのように変化するかを示したグラフである。また、レンズシート２
３の基底部２８の膜厚をある基準の厚さを０としたときの外部への光の取出し効率を１と
している。基底部２８の膜厚の厚さ差分量がマイナス、つまり、薄膜であればあるほど外
部への光の取出し効率が向上していることが図８より分かる。なぜなら、光がある媒質を
透過する際、媒質の膜厚が厚ければ厚いほど、光は、媒質中の分子に当たる確率が増え、
散乱し易くなるためである。そこで、本実施の形態においても、有機発光層１１で発光し
た光の行路であるレンズシート２３の基底部２８の膜厚はできるだけ薄い方がよい。
【０１４０】
　このように、本態様によると、レンズシート２３の基底部２８に窪み部２９を形成し、
窪み部２９に隔壁２５を埋設することで、レンズシート２３の物理的強度を増強しつつ、
基底部２８の膜厚を薄くして、基底部２８を介した外部への光の取出し効率を向上させる
ことができる。
【０１４１】
　なお、図１２に示すように、隔壁２５は、各レンズ２２を囲むように形成されてもよい
。すなわち、隔壁２５は格子状に形成されてもよい。これにより、列方向の同じ色の異な
る画素間において、列方向で隣接する異なる画素に進入する同じ色の迷光を遮断できる。
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その結果、画素の明暗表示が明確になり、表示画像のコントラスト比が向上する。
【０１４２】
　このように、本態様によると、隔壁２５で各レンズ２２を囲むように形成することで、
画素の明暗表示を明確にし、表示画像のコントラスト比を向上させることができる。
【０１４３】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２に係る表示パネル装置について、図１３を用いて説明する
。図１３は、本発明の実施の形態１の変形例１（実施の形態２）に係る表示パネル装置の
一部拡大断面図である。なお、図２に示す本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置と
同じ構成については同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１４４】
　図１３に示すように、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方
に突出した形状で、少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面及び先端部の突出した形状
の側面が黒色であってもよい。その場合、レンズシート２３に設けられる窪み部２９は、
隔壁２５の先端部の形状に合わせて形成される。窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端
部は有機ＥＬ部１０の方に突出した形状であり、先端部の突出した形状の側面が黒色でも
よい。これにより、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部の側面で、一の色に対応す
る画素部から放出される光の迷光を吸収できる。
【０１４５】
　レンズシート２３の基底部２８を通って隣接する発光領域に侵入する光は、隔壁２５の
レンズシート２３に挿入された先端部によって吸収されてその進行が遮断される。しかも
、この構成により、窪み部２９が形成されることによって強度が低下したレンズシート２
３であっても、その形状を維持することができる。
【０１４６】
　また、隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方に突出した形状とすることで、隔壁２５
をレンズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入する際、前記隔壁２５の
先端部は窪み部２９の側面に沿って移動するセルフアライメントの機能を果たす。隔壁２
５を前記窪み部２９に挿入する工程の詳細は後述する。
【０１４７】
　このように、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方に突出し
た形状で、少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面及び先端部の突出した形状の側面が
黒色にすることによって、迷光を吸収しつつ、表示パネル装置の製造を簡便にすることが
できる。
【０１４８】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３に係る表示パネル装置について、図１４を用いて説明する
。図１４は、本発明の実施の形態１の変形例２（実施の形態３）に係る表示パネル装置の
一部拡大断面図である。なお、図２に示す本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置と
同じ構成については同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１４９】
　図１４に示すように、窪み部２９は、レンズシート２３を貫通しており、隔壁２５は、
レンズシート２３の窪み部２９に挿入され、レンズシート２３を貫通してもよい。
【０１５０】
　本態様によると、窪み部２９は、レンズシート２３を貫通し、隔壁２５は、レンズシー
ト２３を貫通している。これにより、窪み部２９に挿入される隔壁２５の領域が大きくな
るので、その分、一の色に対応する画素部に隣接する画素部への迷光をより多く吸収する
ことができる。
【０１５１】
　また、隔壁２５を基底部２８に貫通させることで、隔壁２５を介してレンズシート２３
とガラス基板２４とが安定して固定される。そのため、レンズシート２３の下にベース部
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材を設ける必要がなくなり、その分、ガラス基板２４と有機ＥＬ部１０との間に存在する
層を削減することができる。その結果、有機ＥＬ部１０の有機発光層１１から射出された
光を多く取り出すことが可能になり、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【０１５２】
　また、本発明の一態様に係る表示パネル装置は、基底部２８の厚さは５μｍから２０μ
ｍであって、有機発光層１１からレンズシート２３の底面までの距離が２μｍ以上の場合
、隔壁２５を基底部２８の底面まで貫通させてもよい。
【０１５３】
　本態様によると、基底部２８の厚さは５μｍから２０μｍであって、有機発光層１１か
らレンズシート２３の底面までの距離が２μｍ以上の場合、隔壁２５を基底部２８の底面
まで貫通させるものである。
【０１５４】
　これにより、隔壁２５は、ガラス基板２４からの反射光を最も遮断する深さで基底部２
８を貫通する。そのため、隔壁２５によって区画された一の画素部に含まれる有機発光層
１１から放出された光が、ガラス基板２４での反射により一の画素部に隣接する画素部に
向かうのを最適に遮断できる。その結果、表示画像のコントラストを精度よく向上するこ
とができる。
【０１５５】
　（製造方法１）
　次に、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１を一例にして、その製造方法１に
ついて、図１５及び図１６Ａ～図１６Ｉを参照して説明する。図１５は、本発明の実施の
形態１に係る表示パネル装置の製造方法１を示したフローチャートである。また、図１６
Ａ～図１６Ｉは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法１の各工程におけ
る、表示パネル装置を構成する構成要素の断面図である。
【０１５６】
　図１５に示すように、まず、ＴＦＴ層及びこのＴＦＴ層の表面を平坦にするための平坦
化膜が形成された基板１３上に、第１電極１４と第２電極１８との間に介在する赤色有機
発光層１１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂを含む複数の有機ＥＬ部
１０を形成する（Ｓ１０１）。
【０１５７】
　次に、第２電極１８の上方に、複数の画素部１２からなる有機ＥＬ部１０を封止するた
めの封止層である封止薄膜１９を形成する（Ｓ１０２）。これにより封止薄膜１９により
封止された有機ＥＬ部１０を準備することができる。
【０１５８】
　次に、図１５及び図１６Ａに示すように、ガラス基板２４に隔壁２５を形成する（Ｓ１
０３）。
【０１５９】
　次に、図１５及び図１６Ｂに示すように、レンズシート２３の基底部２８を補強するた
めに、基底部２８のレンズ２２が設けられている側とは反対側の面にシート状のベース部
材４０を貼り合わせる（Ｓ１０４）。レンズシート２３のレンズ２２は、ポリメタクリル
酸メチル樹脂（メタクリル樹脂）等のアクリル樹脂によって作成されたものを用いた。レ
ンズシート２３の基底部２８は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）によって作成さ
れたものを用いた。なお、基底部２８の材料は、レンズ２２と同じ材料であっても構わな
い。また、ベース部材４０としては、ポリカーボネートを用いた。なお、レンズ２２は、
左から順に、有機ＥＬ部１０の赤色発光領域、緑色発光領域、青色発光領域の各々の画素
部１２に対応している。左から４番目の領域にレンズ２２が存在しないのは、ここが非発
光領域に対応するからである。
【０１６０】
　次に、図１５及び図１６Ｃに示すように、レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２
が設けられている側の面に、レンズ２２が設けられた領域の外周近傍に沿ってストライプ
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状に、窪み部２９を所定の複数本形成する（Ｓ１０５）。窪み部２９は、基底部２８の表
面からレンズ２２の突出方向とは逆方向に窪んだ断面が平面形状に形成される。
【０１６１】
　次に、図１５及び図１６Ｄに示すように、ガラス基板２４に形成された隔壁２５と窪み
部２９とを向かい合わせで真上に配置する（Ｓ１０６）。
【０１６２】
　次に、図１５及び図１６Ｅに示すように、ガラス基板２４に形成された隔壁２５をレン
ズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入する（Ｓ１０７）。
【０１６３】
　このときに、隔壁２５を、窪み部２９の真上に配置し、挿入できるようにガラス基板２
４及びベース部材４０にアライメントマークを付していてもよい。これにより、隔壁２５
を窪み部２９からずれることなく挿入できる。
【０１６４】
　次に、図１５及び図１６Ｆに示すように、レンズシート２３とガラス基板２４との間に
接着剤を封入してレンズシート２３とガラス基板２４とを接着する（Ｓ１０８）。このと
き、例えば、接着剤を側方から流し込むように注入する。注入された接着剤は、毛細管現
象によってレンズシート２３とガラス基板２４との間に充填される。これにより、レンズ
シート２３とガラス基板２４との間に接着層２７が形成される。
【０１６５】
　次に、図１５及び図１６Ｇに示すように、レンズシート２３からベース部材４０を剥離
する（Ｓ１０９）。この工程により、レンズ部２０は完成する。また、ベース部材４０の
剥離は、例えば、過酸化ナトリウムを用いてベース部材４０を溶解することにより行った
。ベース部材４０及びベース部材４０を剥離するための試薬の組み合わせは、レンズシー
ト２３等を傷めずベース部材４０を適切に剥離できるのであれば、この組み合わせに限定
されない。
【０１６６】
　次に、図１５及び図１６Ｈに示すように、ステップＳ１０１及びステップＳ１０２で準
備した有機ＥＬ部１０を配置し、有機ＥＬ部１０の上方に、ステップＳ１０９で完成させ
たレンズ部２０を配置する（Ｓ１１０）。
【０１６７】
　次に、図１５及び図１６Ｉに示すように、有機ＥＬ部１０の封止薄膜１９の上面に、封
止樹脂３０としての接着剤を注入し、封止薄膜１９とレンズシート２３の基底部２８とを
接着する（Ｓ１１１）。これにより、図１６Ｉに示すように、有機ＥＬ部１０とレンズ部
２０とが封止樹脂３０によって貼り合わされる。
【０１６８】
　以上により、本実施の形態に係る表示パネル装置１を完成させることができる。
【０１６９】
　このように、本態様は、レンズシート２３の基底部２８に基底部２８を補強するための
ベース部材４０を設けた上で、隔壁２５をレンズシート２３に設けるものである。従って
、隔壁２５を設ける際等の製造工程において、レンズシート２３がたわむことを防止する
ことができるので、レンズシート２３のたわみによって生じるレンズシート２３の光学特
性の劣化を防止することができる。
【０１７０】
　さらに、本態様は、隔壁２５を介してレンズシート２３とガラス基板２４とを接続した
後に、ベース部材４０を剥離するものである。これにより、レンズシート２３は、隔壁２
５を介してガラス基板２４に固定されるので、ベース部材４０を剥離した後もレンズシー
ト２３はその形状を維持することができる。従って、本態様の製造方法によって製造され
た表示パネル装置１は、ガラス基板２４と前記有機ＥＬ部１０との間に、ベース部材４０
のようなレンズシート２３を補強するための補強部材を設ける必要がなくなり、その分、
ガラス基板２４と有機ＥＬ部１０との間に存在する層を削減することができる。その結果
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、光の取り出し効率を向上させることができる表示パネル装置１を得ることができる。
【０１７１】
　なお、本実施の形態２に係る表示パネル装置についても上記製造方法と同様であるが、
図１６Ｅの工程において隔壁２５の先端部を有機ＥＬ部１０の方に突出した形状とする。
これにより、隔壁２５をレンズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入す
る際、前記隔壁２５の先端部は窪み部２９の側面に沿って移動するセルフアライメントの
機能を果たす。これによって、表示パネル装置の製造を簡便にすることができる。
【０１７２】
　なお、本発明の実施の形態３に係る表示パネル装置についても上記製造方法と同様であ
るが、図１６Ｃの工程において隔壁２５がレンズシート２３の基底部２８を貫通する構造
とする。具体的には、窪み部２９を形成する際に、窪み部２９が、前記基底部２８を貫通
するように形成される。また、図１５のステップＳ１０３において、隔壁２５の高さは、
前記窪み部２９の深さに合わせて形成される。これにより、実施の形態３に係る表示パネ
ル装置における隔壁２５がレンズシート２３の基底部２８を貫通する構造を得ることがで
きる。
【０１７３】
　以上、説明してきた本発明の各実施の形態に係る表示パネル装置については、フラット
パネルディスプレイ等として利用することができ、図１７に示すようなテレビジョンセッ
ト、携帯電話機、パーソナルコンピュータなどのあらゆる表示装置に適用することができ
る。
【０１７４】
　また、以上、本発明に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製造方法については、
実施の形態に基づいて説明したが、本発明に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製
造方法は、上記の実施の形態に限定されるものではない。各実施の形態に対して当業者が
思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施形態
における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明に係る表示パネル装置は、テレビジョンセット、携帯電話機、パーソナルコンピ
ュータなどのあらゆる表示装置として利用することができる。
【符号の説明】
【０１７６】
　１　表示パネル装置
　１０　有機ＥＬ部
　１１　有機発光層
　１１Ｒ　赤色有機発光層
　１１Ｇ　緑色有機発光層
　１１Ｂ　青色有機発光層
　１２　画素部
　１２Ｒ　赤色画素部
　１２Ｇ　緑色画素部
　１２Ｂ　青色画素部
　１３　基板
　１４　第１電極（下部電極）
　１５　正孔注入層
　１６　中間層
　１７　電子輸送層
　１８　第２電極（上部電極）
　１９　封止薄膜
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　２０　レンズ部
　２２　レンズ
　２２Ｒ　赤色用レンズ
　２２Ｇ　緑色用レンズ
　２２Ｂ　青色用レンズ
　２３　レンズシート
　２４　ガラス基板（カバープレート）
　２５　隔壁
　２７　接着層
　２８　基底部（ベース部）
　２９　窪み部
　３０　封止樹脂
　４０　ベース部材
　ＢＮＫ　バンク
　ＬＮ　配線
　１０００　ＯＬＥＤディスプレイ
　１００１　基板
　１００２　底部電極
　１００３　正孔輸送層
　１００４　発光層
　１００５　電子輸送層
　１００６　共通の光透過性電極
　１００７　導電層
　１００８　絶縁層
　１００９　光散乱材料
　１０１０　光透過性カバー
　１０１１　ギャップ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月15日(2011.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、
　前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、
　前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有す
るレンズシートと、
　前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための
封止層と、
　前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの高さ
よりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する隔
壁と、を具備し、
　前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成さ
れ前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であり、
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも短く、側辺が傾斜した形状である、
　表示パネル装置。
【請求項２】
　前記レンズシートの窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は、前記隔壁によって区画さ
れた一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出される光であって、前記一の
色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する、
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項３】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面は平面であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記隔壁の底面が黒
色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項４】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は前記画素部の方に突出した形状であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記先端部の突出し
た形状の側面が黒色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項５】
　前記レンズシートの下面から前記複数の画素部に含まれる有機発光層までの距離と、前
記レンズシートの下面から前記ガラス基板の下面までの距離との比は、１：１から１：８
の範囲内である、
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項６】
　前記隔壁は、各レンズ間であって、前記レンズの形成領域の端部から所定範囲内に形成
されている、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
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【請求項７】
　前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲
内に形成されている、
　請求項６に記載の表示パネル装置。
【請求項８】
　前記隔壁の側面は黒色であり、
　前記隔壁は、前記一の画素部に含まれる有機発光層から放出された光であって、前記ガ
ラス基板で反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向
かう光を吸収する、
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項９】
　前記隔壁は、さらに、前記表示パネル装置の外部から前記ガラス基板を介して前記一の
画素部に入射する外光を吸収する、
　請求項８に記載の表示パネル装置。
【請求項１０】
　前記隔壁は、少なくとも前記基底部から延び前記ガラス基板に接触している
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１１】
　前記窪み部は、前記レンズシートを貫通しており、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記レンズシートを貫通している
、
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１２】
　前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍであって、前記有機発光層から前記レンズシー
トの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前記隔壁を前記基底部の底面まで貫通させる、
　請求項１１記載の表示パネル装置。
【請求項１３】
（削除）
【請求項１４】
（削除）
【請求項１５】
　前記複数の画素部は、所定の方向に沿って同一の色を放出する有機発光層を含み、
　前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレ
ンズ間を区画する
　請求項１乃至請求項１２記載の表示パネル装置。
【請求項１６】
　前記レンズは、その上面視が長尺状であって、その長手方向に直交する断面が所定の曲
率を有する楕円弧形状である、
　請求項１５記載の表示パネル装置。
【請求項１７】
　前記複数の画素部は格子状に配置され、
　前記隔壁は、前記複数のレンズの間に、前記格子状の縦方向及び横方向に設けられる、
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１８】
　前記複数のレンズの上面にわたって形成され、前記複数のレンズにより形成された前記
複数のレンズの凹凸を平坦化して前記レンズシートと前記ガラス基板とを接着する接着層
が設けられ、
　前記接着層の屈折率は、前記複数のレンズの屈折率よりも小さい、
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１９】
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　前記ガラス基板は、前記表示パネル装置の外面を形成する、
　請求項１乃至請求項１８記載の表示パネル装置。
【請求項２０】
　前記有機発光層と前記下部電極との間には、前記有機発光層に正孔を注入する正孔注入
層を含む、
　請求項１乃至請求項１９のいずれかに記載の表示パネル装置。
【請求項２１】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、
　前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、
　前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有す
るレンズシートと、
　前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための
封止層と、
　前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの高さ
よりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する隔
壁と、を具備し、
　前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成さ
れ前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であり、
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状である、
　表示パネル装置。
【請求項２２】
　請求項１乃至請求項２１のいずれか１項に記載の表示パネル装置を備えている表示装置
。
【請求項２３】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部を準備する第１工程と、
　前記上部電極の上方に、前記複数の画素部を封止するための封止層を形成する第２工程
と、
　前記複数の画素部の各々に対応して設けられる複数のレンズと前記複数のレンズが突出
して形成される土台である基底部とを有するレンズシートであって、前記基底部を補強す
るベース部材を前記基底部の前記レンズと反対側の面に有するレンズシートを準備する第
３工程と、
　ガラス基板に、各レンズの相互間を区画する複数の隔壁を形成する第４工程と、
　前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って、前記基底部の表面から前記
レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を形成する第５工程と、
　前記ガラス基板に形成された隔壁を前記窪み部に挿入し、前記隔壁の高さが少なくとも
前記レンズの高さよりも高くなるように前記隔壁を配置する第６工程と、
　前記レンズシートと前記ガラス基板との間に接着剤を注入して前記レンズシートと前記
ガラス基板とを接着する第７工程と、
　前記レンズシートから前記ベース部材を剥離する第８工程と、
　前記封止層の上面に接着剤を注入して、前記封止層と前記レンズシートとを接着する第
９工程と、を含み、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である、
　表示パネル装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記第５工程は、前記窪み部を貫通させ、前記複数のレンズの間に前記隔壁を貫通させ
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るための孔を形成する工程である、
　請求項２３に記載の表示パネル装置の製造方法。
【手続補正書】
【提出日】平成23年1月24日(2011.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ発光素子を備える表示パネル装置及びその製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大画面の映像を楽しむことができる省スペースの装置として、フラットパネルデ
ィスプレイ（ＦＰＤ）の需要が高まっている。その中で、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を備える表示パネル装置は、ＦＰＤの薄型化、高画質、生
産コスト等の点で期待されている次世代パネル技術である。
【０００３】
　従来、トップエミッション型の有機ＥＬ表示パネルの構造が検討されている。その一例
として、パネルの下側から薄膜トランジスタを含む回路基板、電極に挟まれた発光層を有
する発光部、パネル外部への光取り出し効率を上げるためのレンズ層、及び、保護材とし
てのガラス基板等からなる有機ＥＬ表示パネルが提案されている。また、この有機ＥＬ表
示パネルの面内は、パネルが画素ごとに区切られており、さらにその画素において、光の
三原色である赤、緑、青のそれぞれの色を発光させる発光エリアに分けられている。
【０００４】
　有機ＥＬ表示パネルでは、発光層で発光した光の一部が上記の各層を透過し、パネル外
部に到達する。発光層で発光した光が有機ＥＬパネル外部に到達する経路は幾つかある。
例えば、発光層で発光した光が、発光層の上側のレンズ層及びガラス基板を透過し、有機
パネルの外部に放出される。また、例えば、発光層で発光した光が発光層の下側に導波し
ていき、発光部の最下層にある反射電極で反射する。その後に、反射電極で反射した光が
、発光層の上層であるレンズ層及びガラス基板を透過し、有機ＥＬ表示パネル外部に到達
する経路もある。このように発光した光が辿る経路は幾つかある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５１０６９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、かかる従来技術では、以下のような問題が生じている。
【０００７】
　即ち、有機ＥＬ表示パネル外部に光が放出される場合、いずれの経路を辿るにせよ、光
は発光部からパネル最上層のガラス基板に向かって導波していく。また、ガラス基板を接
着するための接着層とガラス基板との界面或いはガラス基板と空気との界面で、その光が
反射を起こし、反射した光がパネル内部に戻る。そのため、異なる色の隣接する発光エリ
アに反射した光が進入する。異なる色の発光エリアに進入した光は、発光部の最下層にあ
る反射電極で反射する。そして、この反射電極で反射した光は、発光層等を透過し、自身
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が発光した画素とは異なる画素部より、有機ＥＬ表示パネルの外部へ放射される。
【０００８】
　このようにして、有機ＥＬ表示パネル内で、ある発光エリアで発光した光とその隣接す
る発光エリアで発光した光との混色が起こり、色彩の鮮やかな画像表示が困難になる課題
があった。
【０００９】
　さらに、有機ＥＬパネルの発光層を含む発光部は、外気或いは周りの物質からの影響を
受け変質し易く、不安定である。そのため、外部との接触を遮断するために、前記発光部
と前記レンズ層との間に封止層を設ける必要がある。前記封止層を形成することで、前記
発光部から前記レンズ層からなる層までの光の行路が大きくなり、また、前記封止層とそ
の上下の層との界面の数が増えることで、発光した光が反射、散乱する割合が増える。そ
の結果、前記発光部と前記レンズ層との間に封止層を設けるために前記発光部から前記レ
ンズ層までの光の行路が大きくなることに起因して、封止層とその上下の層との界面で生
じた反射光、散乱光がパネル内で迷光となり、隣接する発光エリアに進入してしまうとい
う課題があった。
【００１０】
　なお、ディスプレイを横断する共通の光透過性電極の面抵抗率の低下を防止するため、
導電層を前記光透過性電極と接触させてパターニングした技術が開示されている（特許文
献１、段落［００２１］及び図２を参照）。
【００１１】
　図１８は、特許文献１に開示された従来の表示パネル装置の断面図である。
【００１２】
　図１８に示すように、従来の表示パネル装置（ＯＬＥＤディスプレイ）１０００におい
て、導電層１００７の上には絶縁層１００８がパターニングされ、導電層１００７と絶縁
層１００８とで導電層構造が形成されている。導電層構造はウェルを区画している。ウェ
ルは、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）デバイスの発光領域と揃った位置にある。この特許文献１
は上記課題に直接対応したものではないが、導電層１００７または絶縁層１００８は、外
光を吸収する光吸収材として機能してもよいと言及している（段落［００２５］から段落
［００２７］を参照）。
【００１３】
　しかし、上記従来の表示パネル装置では、共通の光透過性電極１００６、電子輸送層１
００５、発光層１００４、正孔輸送層１００３、及び基板１００１上の底部電極１００２
からなる発光部上に、光学材料（光散乱材料）１００９及びギャップ１０１１を挟んで光
透過性カバー１０１０が形成されている構成である。しかも、前記光学材料１００９は、
導電層構造により区画されている。この導電層構造を構成する導電層１００７は、共通の
光透過性電極１００６の面抵抗率の低下を防止するために共通の光透過性電極１００６に
電流を供給するものであるため、従来の表示パネル装置では、共通の光透過性電極１００
６と前記導電層１００７とを分離して配置できない。そのため、従来の表示パネル装置は
、導電層１００７によって区間されている光学材料１００９を共通の光透過性電極１００
６から離間して配置することはできないものである。その結果、従来の表示パネル装置で
は、前記発光部と前記レンズ層との間に封止層を設けるために前記発光部から前記レンズ
層までの光の行路が大きくなることに起因して、封止層とその上下の層との界面で生じた
反射光、散乱光がパネル内で迷光となり、隣接する発光エリアに進入してしまうという課
題には対応できない。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、前記発光部と前記レンズ
層との間に封止層を設けた場合に、前記発光部から前記レンズ層までの光の行路が大きく
なることに起因して、前記封止層とその上下の層との界面で生じた反射光、散乱光がパネ
ル内で迷光となり、隣接する発光エリアへの進入を防止し、鮮明な色彩を表現する表示パ
ネル装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様である有機ＥＬ表示パネル装置は、下部電
極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色の
いずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、前記上部電極の上方に設けら
れるガラス基板と、前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素
部の各々に対応して設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台であ
る基底部とを有するレンズシートと、前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、
前記複数の画素部を封止するための封止層と、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間
に、その高さが少なくとも前記レンズの高さよりも高く設けられ、前記放出する色の異な
る画素部間に対応するレンズ間を区画する隔壁と、を具備し、前記レンズシートは、前記
基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成され前記基底部の表面から前記
レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、前記隔壁は、前記レンズシートの窪
み部に挿入され、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、上記本発明の一態様である有機ＥＬ表示パネル装置において、上記迷
光を封止層とガラス基板との間に設けるレンズシートの窪み部に挿入された隔壁で吸収し
、隣接する発光エリアへの迷光の侵入を防ぐことができる。また、外部から進入してきた
外光及び、ガラス基板と接着層との界面及びガラス基板と空気との界面で生じた反射光を
も、外壁で吸収することができる。以上のことにより、隣接する発光エリアでの混色を防
ぐことで、鮮明な色彩を表現する有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。
【図２】図２は、図１に示されるＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係
る表示パネル装置の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、有機発光層から
放出された光の進行を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、反射
光の進行を示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、外光
の進行を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部において、隔壁
の形状の断面図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、隔壁と有機ＥＬ
部の寸法を示した断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、レンズシー
トの寸法を示した図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置において、基底部膜厚
の厚さ差分量と外部取出し効率の関係を示したグラフ図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。
【図１３】図１３は、実施の形態１の変形例１に係る表示パネル装置の一部断面図である
。
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【図１４】図１４は、実施の形態１の変形例２に係る表示パネル装置の一部断面図である
。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のフローチ
ャートである。
【図１６Ａ】図１６Ａは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０３の工程を示す図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０４の工程を示す図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０５の工程を示す図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０６の工程を示す図である。
【図１６Ｅ】図１６Ｅは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０７の工程を示す図である。
【図１６Ｆ】図１６Ｆは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０８の工程を示す図である。
【図１６Ｇ】図１６Ｇは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１０９の工程を示す図である。
【図１６Ｈ】図１６Ｈは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１１０の工程を示す図である。
【図１６Ｉ】図１６Ｉは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法のステッ
プ１１１の工程を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の態様１に係る表示パネル装置を内蔵した表示装置の
外観図である。
【図１８】図１８は、特許文献1に開示された従来の表示パネル装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置は下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前
記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含
む複数の画素部と、前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、前記複数の画素部と
前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応して設けられる複数のレ
ンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有するレンズシートと、前
記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための封止
層と、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの
高さよりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画す
る隔壁と、を具備し、前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の
外周に沿って形成され前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪
み部を有し、前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記隔壁の少なくとも
前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である。
【００１９】
　本態様によると、前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも
前記レンズの高さよりも高くなるように隔壁を設け、前記放出する色の異なる画素部間に
対応するレンズ間を区画する。これにより、一の色に対応する画素部から放出され前記ガ
ラス基板で全反射された光が、前記一の画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向か
うのを各レンズ間に設けられた隔壁で遮断することができる。そのため、前記一の色に対
応する画素部から放出され前記ガラス基板で全反射された光が、前記他の色に対応する画
素部に侵入するのを大幅に抑制できる。
【００２０】
　また、本態様によると、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って、前
記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を形成する。そして
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、前記レンズシートの窪み部に前記隔壁を挿入するとともに、前記隔壁の少なくとも前記
窪み部に挿入された周囲面を黒色にする。これにより、前記一の色に対応する画素部の上
部電極から前記封止層を介して前記他の色に対応する画素部の方向に拡散した迷光を、前
記窪み部に挿入された隔壁の先端部で吸収できる。そのため、前記一の色に対応する画素
部の上部電極から前記他の色に対応する画素部に迷光が侵入するのを抑制することができ
る。
【００２１】
　さらに、前記隔壁の先端部は、前記ガラス基板を介して前記表示パネル装置の外部から
入射する外光を吸収する。これにより、前記隔壁の先端部は、従来カラーフィルタの一つ
として用いられているブラックマトリクスとして機能するので、前記表示パネル装置の外
部から入り込む外光が前記複数の画素部に到達するのを抑制することができる。そのため
、前記外光が前記透明電極から反射して外部に射出するのを抑制でき、画像のコントラス
トを向上できる。
【００２２】
　このように、前記各レンズ間に設けられた隔壁は、前記ガラス基板からの反射光を遮断
する機能、前記一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出された光の迷光を
吸収する機能、及び、前記外光を吸収する機能の３つの機能を一つの部材で兼用する。そ
のため、各々の機能を果たすための別部材を各々独立して設ける必要がなく、前記表示パ
ネル装置を構成する部材の点数を削減できるとともに、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄
くできる。その結果、前記表示パネル装置の製造コストを低下することができるとともに
光の取り出し効率を向上することができる。
【００２３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズシートの窪み部に挿入された前
記隔壁の先端部は、前記隔壁によって区画された一の色に対応する画素部に含まれる有機
発光層から放出される光であって、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応
する画素部に向かう光を吸収する。
【００２４】
　前記複数の画素部の上部電極の上面に直接複数のレンズが配置されている場合、前記上
部電極と前記レンズシートとが密着しているので、前記一の色に対応する画素部の上部電
極から前記他の色に対応する画素部の方向へ拡散する迷光は発生せず、前記一の色に対応
する画素部から放出された光は、前記隔壁間であって前記一の色に対応する画素部の上方
に放出される。従って、この場合、前記他の色に対応する画素部において、前記一の色の
画素部から放出された迷光による混色は発生しない。
【００２５】
　しかしながら、前記２電極と前記レンズシートとの間に、前記複数の画素部を封止する
ための封止層等の所定の層が介在する場合、この前記２電極と前記レンズシートとの間に
介在している封止層の膜厚分だけ前記レンズシートと前記画素部との間に距離が生じる。
【００２６】
　そのため、前記一の色に対応する画素部から放出された光は、前記一の色に対応する画
素部の上部電極から、前記封止層を介して、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の
色に対応する画素部の方向へ拡散する。その結果、この拡散した光が迷光として前記他の
色に対応する画素部に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【００２７】
　本態様によると、前記レンズシートの窪み部に挿入された前記隔壁の先端部で、前記一
の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出される光であって、前記一の色に対
応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する。これにより、前
記複数の画素部と前記レンズシートとの間に介在する封止層を介して前記他の色に対応す
る画素部に迷光が侵入するのを抑制することができる。そのため、前記他の色に対応する
画素部で混色が発生するのを抑制することができる。
【００２８】
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　また、上述のように、前記複数の画素部の上部電極の上面に直接レンズシートが配置さ
れている場合、前記他の色に対応する画素部において前記迷光による混色は発生しないが
、前記複数の画素部を封止するための封止層は、前記レンズシートの上方にしか配置でき
ない。そのため、前記複数の画素部を形成してから、前記レンズシートの上方に前記封止
層を形成するまでに、前記複数の画素部に水分及び酸素等のアウトガスが混入する恐れが
ある。本態様では、前記複数の画素部を形成した後、前記レンズシートを配置するまでに
前記封止層を形成するので、前記レンズシートの上方に前記封止層を配置する場合に比べ
て、前記複数の画素部へ水分及び酸素等のアウトガスが混入するのを一早く遮断できる。
【００２９】
　即ち、本態様では、前記複数の画素部と前記レンズシートとの間に前記封止層を介在さ
せつつ前記他の色に対応する画素部への前記迷光の侵入を抑制できるので、前記複数の画
素部への前記アウトガスの混入を防ぎつつ、前記他の色に対応する画素部への迷光の侵入
を抑制することができる。
【００３０】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面は
平面であり、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記隔壁
の底面が黒色であることを含んでいる。
【００３１】
　前記窪み部に挿入された隔壁の底面が平面の場合、この平面が黒色でなければ、前記他
の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光は前記隔壁の底面で全反射する。その結果
、前記隔壁の底面で全反射された迷光が前記他の色に対応する画素部に侵入し、前記他の
色の画素部において混色が発生する。
【００３２】
　本態様によると、前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面を平面とし、この平面を黒色
とするものである。これにより、前記他の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光を
前記隔壁の底面で吸収できるので、前記隔壁の底面で前記迷光が反射するのを防止できる
。その結果、前記他の色に対応する画素部で混色が発生するのをより効果的に抑制できる
。
【００３３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部
は前記画素部の方に突出した形状であり、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された
周囲面が黒色とは、前記先端部の突出した形状の側面が黒色であることを含んでいる。
【００３４】
　本態様によると、前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は前記画素部の方に突出し
た形状であり、前記先端部の突出した形状の側面が黒色である。これにより、前記窪み部
に挿入された前記隔壁の先端部の側面で、前記一の色に対応する画素部から放出される光
の迷光を吸収できる。
【００３５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズシートの下面から前記複数の画
素部に含まれる有機発光層までの距離と、前記レンズシートの下面から前記ガラス基板の
下面までの距離との比は、１：１から１：８の範囲内である。
【００３６】
　前記レンズシートと前記ガラス基板との距離に対して、前記レンズシートと前記複数の
画素部との距離が大きいほど、即ち、前記封止層の膜厚が厚いほど、前記封止層を介して
前記他の色に対応する画素部に向かって拡散する迷光の光量は多くなる。そこで、本態様
では、１：１から１：８の範囲内とする。即ち、前記レンズシートと前記複数の画素部と
の距離を、前記レンズシートとガラス基板との距離に対して小さくする。これにより、前
記レンズシートと前記複数の画素部との間に介在する封止層の膜厚は、前記レンズシート
と前記ガラス基板との距離に対して十分薄くなるので、その分前記封止層を介して、前記
一の色に対応する画素部の上部電極から前記他の色に対応する画素部に向かう迷光の光量
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を少なくできる。
【００３７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、各レンズ間であって、前記レ
ンズの形成領域の端部から所定範囲内に形成されている。
【００３８】
　本態様によると、前記隔壁を、各レンズ間であって、前記レンズの形成領域の端部から
所定範囲内に形成するものである。
【００３９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部
から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲内に形成されている。
【００４０】
　前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲
内に形成される。
【００４１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の側面は黒色であり、前記隔壁は
、前記一の画素部に含まれる有機発光層から放出された光であって、前記ガラス基板で反
射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収
する。
【００４２】
　前記一の色に対応する画素部から放出された光は、前記ガラス基板への入射角に応じて
前記ガラス基板で全反射する。その結果、前記一の色に対応する画素部に含まれる有機発
光層から放出された光が前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部
に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【００４３】
　本態様によると、前記隔壁の側面は黒色とする。そして、前記ガラス基板で反射され前
記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を、前記隔壁で
吸収する。これにより、前記ガラス基板で反射され、前記他の色に対応する画素部の発光
領域へ向かう光を抑制できるので、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する
のを抑制できる。その結果、画像のコントラストを向上することが出来る。
【００４４】
　また、前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部への漏光を吸収
するために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がなくなるので、その分、有
機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。その結果、前記表示パネル装置の光の取り出し効率を向
上できる。
【００４５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、さらに、本装置の外部から前
記ガラス基板を介して前記一の画素部に入射する外光を吸収する。
　本態様によると、前記隔壁は前記ガラス基板を介して前記表示パネル装置の外部から入
射する外光を吸収する。これにより、前記隔壁は、従来カラーフィルタの一部として用い
られているブラックマトリクスとして機能し、前記表示パネル装置の外部から入り込む外
光が前記隣接する画素部に到達するのを遮断できる。そのため、前記外光が前記透明電極
から反射して外部に射出されるのを抑制できる。その結果、画像のコントラストを向上で
きる。
【００４６】
　また、前記外光を吸収するために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がな
くなるので、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。
【００４７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁は、少なくとも前記基底部から延
び前記ガラス基板に接触してもよい。
【００４８】
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　本態様によると、前記隔壁を前記ガラス基板に接触するように設ける。これにより、前
記隔壁は、前記ガラス基板と前記基底部との間を完全に遮断するので、前記ガラス基板で
全反射される反射光が前記一の色に対応する画素部に隣接する画素部に向かうのを確実に
遮断できる。
【００４９】
　また、従来、前記基底部は前記レンズに対して非常に薄く、前記基底部のみでは前記レ
ンズの形状が崩れてしまい前記レンズの形状を維持することができなかった。そのため、
従来は前記基底部の下面に前記基底部を補強するベース部材が設けられていた。しかしな
がら、前記ガラス基板と前記画素部との間の層が多くなるほど、前記画素部の有機発光層
から前記ガラス基板を介して放出される光量が減少し、光の取り出し効率が抑制されてい
た。
【００５０】
　本態様によると前記基底部と前記ガラス基板とが、前記隔壁により接続されるので、前
記レンズシートは、前記隔壁及び前記ガラス基板によって固定される。そのため、従来前
記レンズシートの下面に設けられていた前記ベース部材を削減することができ、その分、
前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する層を削減することができる。その結果、前
記画素部の有機発光層から射出された光を、従来に比べて多く取り出すことが可能になり
、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【００５１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記窪み部は、前記レンズシートを貫通し
ており、前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記レンズシートを貫通し
てもよい。
【００５２】
　本態様によると、前記窪み部は、前記レンズシートを貫通し、前記隔壁は、前記レンズ
シートを貫通している。これにより、前記窪み部に挿入される隔壁の領域が大きくなるの
で、その分、前記一の色に対応する画素部に隣接する画素部への迷光をより多く吸収する
ことができる。
【００５３】
　また、前記隔壁を前記基底部に貫通させることで、前記隔壁を介して前記レンズシート
と前記ガラス基板とが安定して固定される。そのため、前記レンズシートの下に前記ベー
ス部材を設ける必要がなくなり、その分、前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する
層を削減することができる。その結果、前記画素部の有機発光層から射出された光を多く
取り出すことが可能になり、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【００５４】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍで
あって、前記有機発光層から前記レンズシートの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前
記隔壁を前記基底部の底面まで貫通させてもよい。
【００５５】
　本態様によると、前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍであって、前記有機発光層か
ら前記レンズシートの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前記隔壁を前記基底部の底面
まで貫通させるものである。
【００５６】
　これにより、前記隔壁は、前記ガラス基板からの反射光を最も遮断する深さで前記基底
部を貫通する。そのため、前記隔壁によって区画された一の画素部に含まれる有機発光層
から放出された光が、前記ガラス基板での反射により前記一の画素部に隣接する画素部に
向かうのを最適に遮断できる。その結果、画像のコントラストを精度よく向上することが
できる。
【００５７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも
短く、側辺が傾斜した形状であってもよい。
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【００５８】
　本態様によると、前記隔壁の断面形状を上辺が底辺よりも短くその側辺が傾斜した形状
とするので、前記隔壁を安定して保持できる。
【００５９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも
長く、側辺が傾斜した形状であってもよい。
【００６０】
　本態様によると、前記隔壁の断面形状を上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状と
してもよい。
【００６１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数の画素部は、所定の方向に沿って
同一の色を放出する有機発光層を含み、前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出
する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画すする構成でもよい。
【００６２】
　本態様によると、前記複数のレンズは、前記同一の色を放出する複数の画素部を覆うよ
うに設けられ、前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出する色の異なる画素部間
に対応するレンズ間を区画するものである。
【００６３】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記レンズは、その上面視が長尺状であっ
て、その長手方向に直交する断面が所定の曲率を有する楕円弧形状であってもよい。
【００６４】
　本態様によると、前記レンズは、その上面視が長尺状であって、その長手方向に直交す
る断面が所定の曲率を有する楕円弧形状とするものである。
【００６５】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数の画素部は格子状に配置され、前
記隔壁は、前記複数のレンズの間に、前記格子状の縦方向及び横方向に設けられてもよい
。
【００６６】
　本態様によると、前記複数の画素部を格子状に設け、前記複数のレンズの間に、前記隔
壁を前記格子状の縦方向及び横方向に設けるものである。
【００６７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記複数のレンズの上面にわたって形成さ
れ、前記複数のレンズにより形成された前記複数のレンズの凹凸を平坦化して前記レンズ
シートと前記ガラス基板とを接着する接着層が設けられ、前記接着層の屈折率は、前記複
数のレンズの屈折率よりも小さくてもよい。
【００６８】
　本態様によると、前記レンズシートと前記ガラス基板との間に、前記レンズシートと前
記ガラス基板とを接着する接着層が設けられる。
【００６９】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置では、前記ガラス基板は、前記表示パネル装置の
外面を形成する。
【００７０】
　本態様によると、前記ガラス基板を前記表示パネル装置の外面としてもよい。
【００７１】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置は、前記有機発光層と前記下部電極との間には、
前記有機発光層に正孔を注入する正孔注入層を含んでいる。
【００７２】
　本態様によると、前記有機発光層と前記下部電極との間に、前記有機発光層に正孔を注
入する正孔注入層を含むものである。
【００７３】
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　本発明の一態様に係る表示装置は上記表示パネル装置を備えている。
【００７４】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置の製造方法は、下部電極、上部電極、及び、前記
下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及び青色のいずれかの光を放出する有
機発光層を含む複数の画素部を準備する第１工程と、前記上部電極の上方に、前記複数の
画素部を封止するための封止層を形成する第２工程と、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記複数のレンズが突出して形成される土台である基底部と
を有するレンズシートであって、前記基底部を補強するベース部材を前記基底部の前記レ
ンズと反対側の面に有するレンズシートを準備する第３工程と、ガラス基板に、各レンズ
の相互間を区画する複数の隔壁を形成する第４工程と、前記基底部の前記レンズが設けら
れた領域の外周に沿って、前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪ん
だ窪み部を形成する第５工程と、前記ガラス基板に形成された隔壁を前記窪み部に挿入し
、前記隔壁の高さが少なくとも前記レンズの高さよりも高くなるように前記隔壁を配置す
る第６工程と、前記レンズシートと前記ガラス基板との間に接着剤を注入して前記レンズ
シートと前記ガラス基板とを接着する第７工程と、前記レンズシートから前記ベース部材
を剥離する第８工程と、前記封止層の上面に接着剤を注入して、前記封止層と前記レンズ
シートとを接着する第９工程と、を含み、前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された
周囲面は黒色である表示パネル装置の製造方法である。
【００７５】
　従来、前記基底部は前記レンズに対して非常に薄く、前記基底部のみでは前記レンズの
形状が崩れてしまい前記レンズの形状を維持することができなかった。そのため、従来は
前記基底部の下面に前記基底部を補強するベース部材が設けられていた。しかしながら、
前記ガラス基板と前記画素部との間の層が多くなるほど、前記画素部の有機発光層から前
記ガラス基板を介して放出される光量が減少し、光の取り出し効率が抑制されていた。
【００７６】
　本態様によると、前記隔壁及び前記接着層を介して前記レンズシートと前記ガラス基板
とを接続した後、前記ベース部材を剥離する。これにより、前記レンズシートは、前記隔
壁及び前記ガラス基板によって固定されるので、前記ベース部材を剥離しても前記レンズ
はその形状を維持することができる。そのため、前記レンズシートから前記ベース部材を
剥離できるので、その分、前記ガラス基板と前記画素部との間に存在する層を削減するこ
とができる。その結果、本製造プロセスにより製造された表示パネル装置は、前記画素部
の有機発光層から射出された光を従来に比べて多く取り出すことが可能になり、光の取り
出し効率を向上することが出来る。
【００７７】
　本発明の一態様に係る表示パネル装置の製造方法では、前記第５工程は、前記窪み部を
貫通させ、前記複数のレンズの間に前記隔壁を貫通させるための孔を形成する工程である
。
【００７８】
　本態様によると、前記隔壁は前記基底部を貫通するように設けてもよい。これにより、
表示パネル装置の製造プロセスにおいて、前記レンズシートに前記隔壁を形成して前記基
底部を貫通させる場合、前記隔壁を前記基底部の上面に接着するだけではなく、前記隔壁
を前記基底部に貫通させて保持するので、前記複数のレンズの間に前記隔壁を安定して保
持できる。
【００７９】
　以下、本発明の実施の形態に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定されること
は言うまでもない。また、各図は、説明のための模式図であり、膜厚及び各部の大きさの
比などは、必ずしも厳密ではない。
【００８０】
　（実施の形態１）
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　まず、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置について説明する。図１は、本発明
の実施の形態１に係る表示パネル装置の平面図である。なお、説明のため最上層部分であ
るガラス基板２４及び接着層２７は図示していない。
【００８１】
　図１に示すように、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１は、行方向及び行方
向と直交する列方向に、即ち、マトリクス状に形成される複数の発光領域を備える。複数
の発光領域は、発光領域ごとに発光画素部（以下、「画素部」と記載する）１２を備える
。従って、画素部１２は、発光領域に従って、行方向及び行方向と直交する列方向に、即
ち、マトリクス状に複数配置される。複数の画素部１２は、赤色の光を発光する画素部１
２Ｒ（以下、「赤色画素部」と記載する）と、緑色の光を発光する画素部１２Ｇ（以下、
「緑色画素部」と記載する）と、青色の光を発光する画素部１２Ｂ（以下、「青色画素部
」と記載する）とを含んでいる。以下、説明のために各構成の名称に付けられた符号の末
尾にＲの記号を付した場合、その構成が赤色の発光領域に属するものとする。また、同様
に緑色の発光領域に属する場合は、Ｇの記号を付し、青色の発光領域に属する場合は、Ｂ
の記号を付す。
【００８２】
　このように３色の光を発光する複数の画素部１２は、列方向に同じ色の光を発光する画
素部が繰り返して配置され、ストライプ状をなしている。また、行方向には、赤色画素部
１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂがこの順で繰り返して配置されている。
発光領域は、これら赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂを含み、
光が発光する領域である。赤色画素部１２Ｒに対応する発光領域が赤色発光領域であり、
緑色画素部１２Ｇに対応する発光領域が緑色発光領域であり、青色画素部１２Ｂに対応す
る発光領域が青色発光領域である。また、青色画素部１２Ｂと次の赤色画素部１２Ｒ’と
の間の領域は、画素部１２が形成されておらず、光が発光しない領域である非発光領域で
ある。
【００８３】
　各画素部１２に対応するようにして画素部１２ごとにレンズ２２が形成されている。レ
ンズ２２は、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂの各有機発光層
から放出された光を集束させるためのものである。なお、赤色画素部１２Ｒに対応するレ
ンズを赤色用レンズ２２Ｒ、緑色画素部１２Ｇに対応するレンズを緑色用レンズ２２Ｇ及
び青色画素部１２Ｂに対応するレンズを青色用レンズ２２Ｂと称する。
【００８４】
　さらに、各画素部１２に対応する各レンズ２２の間には隔壁２５が設けられている。隔
壁２５は、互いに行方向で隣り合う発光領域に異なる色の光が混入しないように設けられ
ている。すなわち、赤色用レンズ２２Ｒと緑色用レンズ２２Ｇとの間及び緑色用レンズ２
２Ｇと青色用レンズ２２Ｂとの間において、隔壁２５が設けられている。換言すると、隔
壁２５は、赤色用レンズ２２Ｒ、緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂの各レンズ
２２を挟むように各レンズ２２の両側に設けられるものである。
【００８５】
　このように、複数の画素部は、所定の方向に沿って同一の色を放出する有機発光層１１
を含み、隔壁２５は、所定の方向に沿って、放出する色の異なる画素部間に対応するレン
ズ間を区画する。
【００８６】
　本態様によると、複数のレンズは、同一の色を放出する複数の画素部を覆うように設け
られ、隔壁２５は、所定の方向に沿って、放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ
間を区画するものである。
【００８７】
　なお、本実施形態において、各レンズ２２は、図１に示すように、各画素部１２の１つ
ずつに対応するようにして配置したが、列方向に形成される同色の画素部１２に共通のレ
ンズであるレンチキュラレンズを用いることもできる。
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【００８８】
　この各レンズ２２及び隔壁２５の位置関係について、図２を用いて詳述する。図２は、
図１に示されるＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置
の断面図である。
【００８９】
　図２に示すように、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１は、有機ＥＬ部１０
とレンズ部２０とが封止樹脂３０を介して貼り合わされた構成をなしている。
【００９０】
　有機ＥＬ部１０は、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂにおいて、平坦化膜（不図示）が
形成された基板１３上に、第１電極１４（下部電極）、正孔注入層１５、中間層１６、有
機発光層１１、電子輸送層１７、第２電極１８（上部電極）及び封止薄膜１９が順に形成
されたものである。
【００９１】
　平坦化膜が形成された基板１３は、基板上に形成された薄膜トランジスタ（以下「ＴＦ
Ｔ」と記載する）層（不図示）及びその上面を平坦にするための平坦化膜からなる。
【００９２】
　第１電極１４は、例えば、陽極となる反射電極であってもよく、画素部ごとに分離形成
されている。すなわち、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂのそ
れぞれに対応して第１電極１４が形成されている。
【００９３】
　正孔注入層１５は、中間層１６に正孔を注入し易くする機能を有し、所定の有機材料で
形成されている。また、中間層１６は、正孔を有機発光層１１に注入し易くする機能を有
し、所定の有機材料で形成されている。正孔注入層１５及び中間層１６は、画素部ごとに
分離形成されている。
【００９４】
　所定の光を放出する有機発光層１１は、赤色の光を放出する有機発光層１１Ｒ（以下、
「赤色有機発光層」と記載する）と、緑色の光を放出する有機発光層１１Ｇ（以下、「緑
色有機発光層」と記載する）と、青色の光を放出する有機発光層１１Ｂ（以下、「青色有
機発光層」と記載する）とを含んでいる。また、赤色有機発光層１１Ｒ、緑色有機発光層
１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂは、それぞれ、赤色画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及
び青色画素部１２Ｂに含まれている。なお、有機ＥＬ部１０における画素部１２は第１電
極１４及び第２電極１８を備えており、赤色有機発光層１１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及
び青色有機発光層１１Ｂの各有機発光層は、第１電極１４と第２電極１８との間に介在し
ている。
【００９５】
　有機発光層１１は、画素部１２ごとに所定の電界発光機能を有する有機材料で形成され
ている。有機発光層１１は、画素部１２ごとに分離形成されており、上述のとおり、赤色
画素部１２Ｒ、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂには、それぞれ赤色有機発光層１
１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂを備えている。
【００９６】
　電子輸送層１７は、電子を有機発光層１１に注入し易くする機能を有し、所定の有機材
料で形成されている。
【００９７】
　第２電極１８は、例えば、陰極となる透明電極であって、第１電極１４と対向するよう
にしてＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）等の導電性材料で形成されてもよい。第２電極１
８は、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂに共通の共通電極である。
【００９８】
　封止薄膜１９及びその封止薄膜１９の上の封止樹脂３０は、有機ＥＬ部１０を封止する
ための封止層であり、例えば、薄膜透明絶縁材料で形成されている。有機発光層１１に含
まれる電界発光機能を有する有機材料は、水分及び酸素からの影響を受け、変質及び劣化
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を起こしやすい。そのため、有機ＥＬ部１０を封止し、有機ＥＬ部１０への水分及び酸素
が浸入することを防ぐことは重要である。
【００９９】
　なお、各画素部１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂの間には、第１電極１４、正孔注入層１５、中
間層１６及び有機発光層１１を画素部１２ごとに区画するためのバンクＢＮＫが設けられ
ている。バンクＢＮＫは、例えば、感光性樹脂によって形成されている。また、有機発光
層１１が形成されていない非発光領域には、基板１３上に配線ＬＮが形成されている。
【０１００】
　レンズ部２０は、レンズ２２を備えるレンズシート２３と、ガラス基板２４（カバープ
レート）とを備える。さらに、レンズ部２０は、隔壁２５を備える。また、レンズシート
２３とガラス基板２４との間には接着層２７が形成されている。
【０１０１】
　レンズシート２３は、画素部１２（有機ＥＬ部１０）とガラス基板２４との間に介在す
るように配置されており、レンズ２２と当該レンズ２２が突出して形成される土台である
基底部２８（ベース部）とを有する。このレンズシート２３は、シート状の基底部２８の
一方の面上に、例えば、ポリメタクリル酸メチル樹脂（メタクリル樹脂）等のアクリル樹
脂からなる複数のレンズ２２が形成されたものである。レンズ２２は、全ての各画素部１
２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂに対応するようにして形成されており、１つの画素部１２には１つ
のレンズ２２が対応するように形成されている。具体的には、赤色画素部１２Ｒに対して
は赤色用レンズ２２Ｒが形成されており、緑色画素部１２Ｇ及び青色画素部１２Ｂに対し
てはそれぞれ緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂが形成されている。各画素部１
２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂの各レンズ２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂによって、各有機発光層１１Ｒ
、１１Ｇ、１１Ｂが放出した光を集光させることができる。これにより、光取り出し効率
を向上させることができる。
【０１０２】
　なお、各レンズ２２の断面形状は、例えば、図２に示すように、所定の曲率を有する楕
円弧形状であってもよい。また、表示パネル装置１を平面視したときのレンズ２２の形状
は、図１に示すように、列方向に長尺状をなす矩形状である。すなわち、レンズ２２は、
半円筒状の形状をなしている。また、本実施形態において、各レンズ２２は、図１に示す
ように、各画素部１２の１つずつに対応するようにして配置したが、列方向に形成される
同色の画素部１２に共通のレンズであるレンチキュラレンズを用いることもできる。
【０１０３】
　ガラス基板２４は、レンズ部２０の最上層に設けられている。また、ガラス基板２４は
、表示パネル装置１の外面を構成するものであり、各画素部１２の各有機発光層１１から
放出した光はガラス基板２４を通って表示パネル装置１の外部に放射される。
【０１０４】
　接着層２７は複数のレンズの上面にわたって形成され、前記接着層２７は複数のレンズ
により形成された複数のレンズの凹凸を平坦化してレンズシート２３とガラス基板２４と
を接着するために設けられる。また、その屈折率は、複数のレンズの屈折率よりも小さい
。
【０１０５】
　レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２が設けられている側には、各画素部１２に
対応するレンズ間を区画する隔壁２５が設けられている。隔壁２５は、レンズシート２３
とガラス基板２４との間に配置されるものであり、本実施の形態では、隔壁２５のガラス
基板側端がガラス基板２４に接触するように構成されている。そのため、レンズシート２
３の基底部２８からの高さが隔壁２５の方がレンズ２２よりも高い構成になる。
【０１０６】
　一方で、レンズシート２３の基底部側端は、レンズシート２３の基底部２８に設けられ
た窪み部２９に埋設されており、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面を
黒色にする。窪み部２９は、基底部２８の表面からレンズ２２が突出する方向とは逆方向
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に窪んだ窪み部である。また、当該窪み部２９は、基底部２８のレンズ２２が設けられた
領域の外周に沿って形成されている。すなわち、窪み部２９は、表示パネル装置１を平面
視したときに、基底部２８のレンズ形成領域におけるレンズ２２の外周部分のうち列方向
に沿った部分に従ってストライプ状をなしている。
【０１０７】
　本実施の形態では、有機ＥＬ部１０と前記レンズ部２０との間に封止薄膜１９及び封止
樹脂３０が設けられている。そのため、封止薄膜１９及び封止樹脂３０が介在する分だけ
、第２電極１８（上部電極）からレンズシート２３の基底部２８までの光の行路（図２中
の距離Ａ）が大きくなる。これに起因して、封止薄膜１９及び封止樹脂３０とその上下の
層との界面で生じた反射光及び有機発光層１１からレンズシート２３の基底部２８までに
存在する各層での散乱によって生じる散乱光がパネル内で迷光となって、隣接する画素部
１２に進入してしまう。そして、ある画素部から隣接する違う色の迷光が放出され、画像
のコントラストを下げるという課題が生ずる。
【０１０８】
　そこで、本態様によると、隔壁２５を上述のように、各画素部１２に対応する各レンズ
２２の間には隔壁２５が設けられている。すなわち、隔壁２５は、赤色用レンズ２２Ｒ、
緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂの各レンズ２２を挟むように各レンズ２２の
両側に設けられている。
【０１０９】
　この隔壁２５の役割について、図３を用いて詳述する。図３は、本発明の実施の形態１
に係る表示パネル装置の断面において、有機発光層から放出された光を隔壁２５が吸収し
て迷光を防止する様子を模式的に示した図である。
【０１１０】
　図３に示すように、有機発光層１１から発光した光は、上部電極１８からレンズシート
２３の基底部２８までに距離Ａが存在するために、一の色に対応する画素部の上部電極１
８、封止薄膜１９及び封止樹脂３０で散乱して、他の色に対応する画素部の方向に進む迷
光（図３中の破線矢印）となる。
【０１１１】
　ここで、窪み部２９は、レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２が設けられた領域
の外周に沿って、レンズシート２３の基底部２８の表面からレンズ２２の突出方向とは逆
方向に窪んで形成されている。そして、隔壁２５はレンズシート２３の窪み部２９に挿入
されるとともに、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面を黒色にする。こ
れにより、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は上記迷光を吸収できる。そのため
、一の色に対応する画素部の上部電極１８から他の色に対応する画素部１２に迷光が侵入
するのを抑制することができる。一方、他の色に対応する画素部の方向に進まない光（図
３中の実線矢印）は、そのまま一の色に対応する画素部よりガラス基板２４を透過し、外
部に放射される。
【０１１２】
　従来技術のように、複数の画素部の上部電極の上面に直接複数のレンズが配置されてい
る場合、上部電極とレンズシートとが密着しているので、一の色に対応する画素部の上部
電極から他の色に対応する画素部の方向へ拡散する迷光は発生せず、前記一の色に対応す
る画素部から放出された光は、隔壁間であって一の色に対応する画素部の上方に放出され
る。従って、この場合、前記他の色に対応する画素部において、前記一の色の画素部から
放出された迷光による混色は発生しない。
【０１１３】
　しかしながら、本実施の形態のように、第２電極１８とレンズシート２３との間に、例
えば、複数の画素部１２を封止するための封止薄膜１９及び封止樹脂３０が介在する場合
、この第２電極１８とレンズシート２３との間に介在している封止薄膜１９及び封止樹脂
３０の膜厚分だけレンズシート２３と画素部１２との間に距離Ａが生じる。
【０１１４】
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　そのため、一の色に対応する画素部から放出された光は、この距離Ａの存在のため、一
の色に対応する画素部の上部電極１８から、封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して、一
の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部の方向へ拡散する。その結果、
この拡散した光が迷光として他の色に対応する画素部に侵入し、他の色に対応する画素部
において混色が発生する。
【０１１５】
　本実施の形態によると、レンズシート２３の窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部
で、一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層１１から放出される光であって、一の
色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する。これによ
り、複数の画素部１２とレンズシート２３との間に介在する封止薄膜１９及び封止樹脂３
０を介して他の色に対応する画素部に迷光が侵入するのを抑制することができる。そのた
め、他の色に対応する画素部で混色が発生するのを抑制することができる。
【０１１６】
　また、従来技術のように、複数の画素部の上部電極の上面に直接レンズシートが配置さ
れている場合、他の色に対応する画素部において迷光による混色は発生しないが、複数の
画素部を封止するための封止層は、レンズシートの上方にしか配置できない。そのため、
複数の画素部を形成してから、レンズシートの上方に封止層を形成するまでに、複数の画
素部に水分及び酸素等のアウトガスが混入する恐れがある。本実施の形態では、複数の画
素部を形成した後、レンズシート２３を配置するまでに封止薄膜１９及び封止樹脂３０を
形成するので、レンズシートの上方に封止層を配置する場合に比べて、複数の画素部へ水
分及び酸素等のアウトガスが混入するのを一早く遮断できる。
【０１１７】
　即ち、本実施の形態では、複数の画素部１２とレンズシート２３との間に封止薄膜１９
及び封止樹脂３０を介在させつつ他の色に対応する画素部への迷光の侵入を抑制できるの
で、複数の画素部１２へのアウトガスの混入を防ぎつつ、他の色に対応する画素部への迷
光の侵入を抑制することができる。
【０１１８】
　なお、窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面は、例えば、平面である場合も含んでい
る。また、隔壁２５の少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面が黒色とは、例えば、隔
壁２５の底面が黒色であることを含んでいる。
【０１１９】
　窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面が平面の場合、この平面が黒色でなければ、他
の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光は隔壁２５の底面で反射してしまう。その
結果、隔壁２５の底面で反射された迷光が、他の色に対応する画素部に侵入し、他の色の
画素部において混色が発生する。つまり、窪み部２９に挿入された隔壁２５の底面を平面
とし、この平面を黒色とすることで、他の色に対応する画素部に向かって拡散した迷光を
隔壁２５の底面で吸収できるので、隔壁２５の底面で迷光が反射するのを防止できる。そ
の結果、他の色に対応する画素部で混色が発生するのをより効果的に抑制できる。
【０１２０】
　隔壁２５は、迷光を吸収するだけではなく、接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂ及
びガラス基板２４と外部大気との界面Ｃで生じる反射光も吸収する。その役割について、
図４を用いて詳述する。図４は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置のレンズ部
２０の断面において、有機発光層１１で発光した光が接着層２７とガラス基板２４との界
面Ｂで反射した反射光及びガラス基板２４と外部大気との界面Ｃで反射した反射光の進行
を示す図である。
【０１２１】
　一の色に対応する画素部の有機発光層１１から放出された光は、ガラス基板２４への入
射角に応じて接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂで反射する。また、ガラス基板２４
と外部大気との界面Ｃでも反射する。その結果、前記一の色に対応する画素部に含まれる
有機発光層１１から放出された光が前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応
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する画素部に侵入し、前記他の色に対応する画素部において混色が発生する。
【０１２２】
　図４に示すように、本態様では、ガラス基板２４とレンズシート２３との間に、その高
さが少なくともレンズ２２の高さよりも高くなるように隔壁２５を設けている。この隔壁
２５は前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する。これにより、一
の色に対応する画素部から放出され、接着層２７とガラス基板２４との界面Ｂで反射され
た光（図４中の実線矢印）が、一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素
部に向かうのを各レンズ間に設けられた隔壁２５で遮断することができる。また、ガラス
基板２４と外部大気との界面Ｃで反射された光（図４中の点線矢印）が、一の色に対応す
る画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かうのを各レンズ間に設けられた隔壁２
５で遮断することができる。そのため、一の色に対応する画素部から放出されガラス基板
２４で反射された光が、他の色に対応する画素部に侵入するのを大幅に抑制できる。
【０１２３】
　さらに、本実施の形態では、隔壁２５の側面は黒色とする。そして、接着層２７とガラ
ス基板２４との界面Ｂで反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応す
る画素部に向かう光を、前記隔壁２５で吸収する。また、ガラス基板２４と外部大気との
界面Ｃで反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向か
う光を、前記隔壁２５で吸収する。これにより、接着層２７とガラス基板２４との界面で
反射され、他の色に対応する画素部の発光領域へ向かう光を抑制できるので、他の色に対
応する画素部において混色が発生するのを抑制できる。その結果、表示画像のコントラス
トを向上することが出来る。
【０１２４】
　また、一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部への漏光を吸収する
ために、別部材としてブラックマトリクスを設ける必要がなくなるので、その分、有機Ｅ
Ｌパネル全体の膜厚を薄くできる。
【０１２５】
　隔壁２５は、ガラス基板２４の外部からの外光遮断を吸収する。その役割について図５
を用いて詳述する。図５は、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の断面において
、外光の進行を示す図である。
【０１２６】
　図５に示すように、隔壁２５の先端部は、ガラス基板２４を介して表示パネル装置の外
部から入射する外光（図５中の実線矢印）を吸収する。これにより、隔壁２５の先端部は
、従来カラーフィルタの一部として用いられているブラックマトリクスとして機能するの
で、表示パネル装置の外部から入り込む外光が複数の画素部に到達するのを抑制すること
ができる。そのため、外光が下部電極１４である反射電極及び上部電極１８である透明電
極の表面で反射して外部に射出するのを抑制でき、画像のコントラストを向上できる。
【０１２７】
　上述のように、各レンズ間に設けられた隔壁２５は、有機発光層１１から放出され封止
薄膜１９等で散乱等により生じる迷光を吸収する機能（図３）、ガラス基板２４からの反
射光を遮断する機能（図４）及び外光を吸収する機能（図５）の３つの機能を一つの部材
で兼用する。そのため、表示画像のコントラスト比を大幅に向上できる。また、各々の機
能を果たすための別部材を各々独立して設ける必要がなく、表示パネル装置を構成する部
材の点数を削減できるとともに、その分、有機ＥＬ素子の膜厚を薄くできる。その結果、
表示パネル装置の製造コストを低下することができるとともに光の取り出し効率を向上す
ることができる。
【０１２８】
　なお、本態様に係る表示パネル装置では、隔壁２５は、少なくとも基底部２８から延び
ガラス基板２４に接触していてもよい。
【０１２９】
　本態様によると、隔壁２５をガラス基板２４に接触するように設ける。これにより、隔
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壁２５は、ガラス基板２４と基底部２８との間を完全に遮断するので、ガラス基板２４と
接着層２７との界面で反射される反射光が一の色に対応する画素部に隣接する画素部に向
かうのを確実に遮断できる。
【０１３０】
　なお、図６に示すように、隔壁２５はレンズ部２０のガラス基板２４と必ずしも接触し
ている必要はない。迷光、ガラス基板からの反射光及び外光を吸収及び遮断できる程度に
おいて、隔壁２５はレンズ部２０のガラス基板２４と離れて形成されてもよい。
【０１３１】
　なお、図７に示すように、隔壁２５の表示パネル装置１の面内垂直方向の断面形状を、
例えば、上辺が底辺よりも短く、側辺が傾斜した形状としてもよい。本態様にすることで
、隔壁２５の断面形状を上辺が底辺よりも短くその側辺が傾斜した形状とするので、前記
隔壁を安定して保持することができる。
【０１３２】
　なお、図８に示すように、隔壁２５の表示パネル装置１の面内垂直方向の断面形状を、
上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状としてもよい。本態様にすることで、隔壁２
５の断面形状を上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状としてもよい。
【０１３３】
　隔壁２５が、上記機能を果たす好適な寸法についてその一例を説明する。図９は、図１
に示されるＹ－Ｙ’線に沿って切断した本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の断
面図である。
【０１３４】
　図９に示すように、有機ＥＬ部１０に含まれる有機発光層１１からレンズ部２０に含ま
れるレンズシート２３の基底部２８に埋設されている隔壁２５の底面までの距離をａとす
る。一方、前記レンズ部２０に含まれるレンズシート２３の基底部２８に埋設されている
隔壁２５の底面から隔壁２５の上面までの距離をｂとする。このａ及びｂの大きさの比ａ
：ｂが、例えば、１：１から１：８になるように隔壁２５を設けることで、本実施の形態
において、隔壁２５が機能を発揮するのに好適である。
【０１３５】
　レンズシート２３とガラス基板２４との距離に対して、レンズシート２３と複数の画素
部（有機ＥＬ部１０）との距離が大きいほど、即ち、封止薄膜１９及び封止樹脂３０の膜
厚が厚いほど、封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して他の色に対応する画素部に向う迷
光の光量は多くなる。そこで、本態様では、１：１から１：８の範囲内とする。即ち、前
記レンズシートと前記複数の画素部との距離を、前記レンズシートとガラス基板との距離
に対して小さくする。これにより、レンズシート２３と複数の画素部との間に介在する封
止薄膜１９及び封止樹脂３０の膜厚は、レンズシート２３とガラス基板２４との距離に対
して十分薄くなるので、その分封止薄膜１９及び封止樹脂３０を介して、一の色に対応す
る画素部の上部電極１８から他の色に対応する画素部に向かう迷光の光量を少なくできる
。
【０１３６】
　次に、レンズシート２３の好適な寸法についてその一例を説明する。図１０は、本実施
の形態におけるレンズシート２３の断面図である。
【０１３７】
　図１０に示すように、レンズシート２３はレンズ２２及び基底部２８からなる。各レン
ズ２２は、例えば、略同じ形状及び略同じ大きさであってもよい。すなわち、赤色用レン
ズ２２Ｒ、緑色用レンズ２２Ｇ及び青色用レンズ２２Ｂは略同じ形状及び略同じ大きさで
あってもよい。なお、各レンズ２２は、基底部２８の一方の面にのみ形成されている。ま
た、本実施の形態における各レンズ２２の寸法について、例えば、レンズ高さｈ１を４３
μｍとしてもよい。また、例えば、赤色用レンズ２２Ｒと緑色用レンズ２２Ｇとの間及び
緑色用レンズ２２Ｇと青色用レンズ２２Ｂとの間の距離をｗ１とすると、その寸法を３μ
ｍとしてもよい。また、例えば、青色画素部１２Ｂに対応する青色用レンズ２２Ｂと赤色
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画素部１２Ｒ’に対応する赤色用レンズ２２Ｒ’との非発光領域の距離ｗ２は５４μｍと
してもよい。
【０１３８】
　上述のように、レンズシート２３はレンズ２２及び基底部２８からなる。各レンズ２２
は基底部２８の上に形成されることによって、各レンズ２２は一体物としてのレンズシー
ト２３を成している。そのため、基底部２８の膜厚により、レンズシート２３の物理的強
度は決まる。本実施の形態では、レンズシート２３の基底部２８に窪み部２９を形成し、
窪み部２９に隔壁２５を埋設することで、レンズシート２３の物理的強度が増し、基底部
２８の膜厚を薄くすることができる。このように、レンズシート２３の基底部２８の膜厚
を薄くすれば、これに比例して、そのようなレンズシート２３の基底部２８を用いた場合
の光の取出し効率も向上する。この点について、図８の基底部２８の膜厚の厚さ差分量と
基底部２８を介した外部への光の取出し効率との関係を示したグラフを用いて詳述する。
【０１３９】
　図１１は、レンズシート２３の基底部２８の膜厚をある基準の厚さに対して、その膜厚
の増減（基底部膜厚の厚さ差分量）により基底部２８を介した外部への光の取出し効率（
外部取出し効率）がどのように変化するかを示したグラフである。また、レンズシート２
３の基底部２８の膜厚をある基準の厚さを０としたときの外部への光の取出し効率を１と
している。基底部２８の膜厚の厚さ差分量がマイナス、つまり、薄膜であればあるほど外
部への光の取出し効率が向上していることが図８より分かる。なぜなら、光がある媒質を
透過する際、媒質の膜厚が厚ければ厚いほど、光は、媒質中の分子に当たる確率が増え、
散乱し易くなるためである。そこで、本実施の形態においても、有機発光層１１で発光し
た光の行路であるレンズシート２３の基底部２８の膜厚はできるだけ薄い方がよい。
【０１４０】
　このように、本態様によると、レンズシート２３の基底部２８に窪み部２９を形成し、
窪み部２９に隔壁２５を埋設することで、レンズシート２３の物理的強度を増強しつつ、
基底部２８の膜厚を薄くして、基底部２８を介した外部への光の取出し効率を向上させる
ことができる。
【０１４１】
　なお、図１２に示すように、隔壁２５は、各レンズ２２を囲むように形成されてもよい
。すなわち、隔壁２５は格子状に形成されてもよい。これにより、列方向の同じ色の異な
る画素間において、列方向で隣接する異なる画素に進入する同じ色の迷光を遮断できる。
その結果、画素の明暗表示が明確になり、表示画像のコントラスト比が向上する。
【０１４２】
　このように、本態様によると、隔壁２５で各レンズ２２を囲むように形成することで、
画素の明暗表示を明確にし、表示画像のコントラスト比を向上させることができる。
【０１４３】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２に係る表示パネル装置について、図１３を用いて説明する
。図１３は、本発明の実施の形態１の変形例１（実施の形態２）に係る表示パネル装置の
一部拡大断面図である。なお、図２に示す本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置と
同じ構成については同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１４４】
　図１３に示すように、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方
に突出した形状で、少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面及び先端部の突出した形状
の側面が黒色であってもよい。その場合、レンズシート２３に設けられる窪み部２９は、
隔壁２５の先端部の形状に合わせて形成される。窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端
部は有機ＥＬ部１０の方に突出した形状であり、先端部の突出した形状の側面が黒色でも
よい。これにより、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部の側面で、一の色に対応す
る画素部から放出される光の迷光を吸収できる。
【０１４５】
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　レンズシート２３の基底部２８を通って隣接する発光領域に侵入する光は、隔壁２５の
レンズシート２３に挿入された先端部によって吸収されてその進行が遮断される。しかも
、この構成により、窪み部２９が形成されることによって強度が低下したレンズシート２
３であっても、その形状を維持することができる。
【０１４６】
　また、隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方に突出した形状とすることで、隔壁２５
をレンズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入する際、前記隔壁２５の
先端部は窪み部２９の側面に沿って移動するセルフアライメントの機能を果たす。隔壁２
５を前記窪み部２９に挿入する工程の詳細は後述する。
【０１４７】
　このように、窪み部２９に挿入された隔壁２５の先端部は有機ＥＬ部１０の方に突出し
た形状で、少なくとも窪み部２９に挿入された周囲面及び先端部の突出した形状の側面が
黒色にすることによって、迷光を吸収しつつ、表示パネル装置の製造を簡便にすることが
できる。
【０１４８】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３に係る表示パネル装置について、図１４を用いて説明する
。図１４は、本発明の実施の形態１の変形例２（実施の形態３）に係る表示パネル装置の
一部拡大断面図である。なお、図２に示す本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置と
同じ構成については同じ符号を付し、その説明は省略する。
【０１４９】
　図１４に示すように、窪み部２９は、レンズシート２３を貫通しており、隔壁２５は、
レンズシート２３の窪み部２９に挿入され、レンズシート２３を貫通してもよい。
【０１５０】
　本態様によると、窪み部２９は、レンズシート２３を貫通し、隔壁２５は、レンズシー
ト２３を貫通している。これにより、窪み部２９に挿入される隔壁２５の領域が大きくな
るので、その分、一の色に対応する画素部に隣接する画素部への迷光をより多く吸収する
ことができる。
【０１５１】
　また、隔壁２５を基底部２８に貫通させることで、隔壁２５を介してレンズシート２３
とガラス基板２４とが安定して固定される。そのため、レンズシート２３の下にベース部
材を設ける必要がなくなり、その分、ガラス基板２４と有機ＥＬ部１０との間に存在する
層を削減することができる。その結果、有機ＥＬ部１０の有機発光層１１から射出された
光を多く取り出すことが可能になり、光の取り出し効率を向上することが出来る。
【０１５２】
　また、本発明の一態様に係る表示パネル装置は、基底部２８の厚さは５μｍから２０μ
ｍであって、有機発光層１１からレンズシート２３の底面までの距離が２μｍ以上の場合
、隔壁２５を基底部２８の底面まで貫通させてもよい。
【０１５３】
　本態様によると、基底部２８の厚さは５μｍから２０μｍであって、有機発光層１１か
らレンズシート２３の底面までの距離が２μｍ以上の場合、隔壁２５を基底部２８の底面
まで貫通させるものである。
【０１５４】
　これにより、隔壁２５は、ガラス基板２４からの反射光を最も遮断する深さで基底部２
８を貫通する。そのため、隔壁２５によって区画された一の画素部に含まれる有機発光層
１１から放出された光が、ガラス基板２４での反射により一の画素部に隣接する画素部に
向かうのを最適に遮断できる。その結果、表示画像のコントラストを精度よく向上するこ
とができる。
【０１５５】
　（製造方法１）
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　次に、本発明の実施の形態１に係る表示パネル装置１を一例にして、その製造方法１に
ついて、図１５及び図１６Ａ～図１６Ｉを参照して説明する。図１５は、本発明の実施の
形態１に係る表示パネル装置の製造方法１を示したフローチャートである。また、図１６
Ａ～図１６Ｉは、発明の実施の形態１に係る表示パネル装置の製造方法１の各工程におけ
る、表示パネル装置を構成する構成要素の断面図である。
【０１５６】
　図１５に示すように、まず、ＴＦＴ層及びこのＴＦＴ層の表面を平坦にするための平坦
化膜が形成された基板１３上に、第１電極１４と第２電極１８との間に介在する赤色有機
発光層１１Ｒ、緑色有機発光層１１Ｇ及び青色有機発光層１１Ｂを含む複数の有機ＥＬ部
１０を形成する（Ｓ１０１）。
【０１５７】
　次に、第２電極１８の上方に、複数の画素部１２からなる有機ＥＬ部１０を封止するた
めの封止層である封止薄膜１９を形成する（Ｓ１０２）。これにより封止薄膜１９により
封止された有機ＥＬ部１０を準備することができる。
【０１５８】
　次に、図１５及び図１６Ａに示すように、ガラス基板２４に隔壁２５を形成する（Ｓ１
０３）。
【０１５９】
　次に、図１５及び図１６Ｂに示すように、レンズシート２３の基底部２８を補強するた
めに、基底部２８のレンズ２２が設けられている側とは反対側の面にシート状のベース部
材４０を貼り合わせる（Ｓ１０４）。レンズシート２３のレンズ２２は、ポリメタクリル
酸メチル樹脂（メタクリル樹脂）等のアクリル樹脂によって作成されたものを用いた。レ
ンズシート２３の基底部２８は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）によって作成さ
れたものを用いた。なお、基底部２８の材料は、レンズ２２と同じ材料であっても構わな
い。また、ベース部材４０としては、ポリカーボネートを用いた。なお、レンズ２２は、
左から順に、有機ＥＬ部１０の赤色発光領域、緑色発光領域、青色発光領域の各々の画素
部１２に対応している。左から４番目の領域にレンズ２２が存在しないのは、ここが非発
光領域に対応するからである。
【０１６０】
　次に、図１５及び図１６Ｃに示すように、レンズシート２３の基底部２８のレンズ２２
が設けられている側の面に、レンズ２２が設けられた領域の外周近傍に沿ってストライプ
状に、窪み部２９を所定の複数本形成する（Ｓ１０５）。窪み部２９は、基底部２８の表
面からレンズ２２の突出方向とは逆方向に窪んだ断面が平面形状に形成される。
【０１６１】
　次に、図１５及び図１６Ｄに示すように、ガラス基板２４に形成された隔壁２５と窪み
部２９とを向かい合わせで真上に配置する（Ｓ１０６）。
【０１６２】
　次に、図１５及び図１６Ｅに示すように、ガラス基板２４に形成された隔壁２５をレン
ズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入する（Ｓ１０７）。
【０１６３】
　このときに、隔壁２５を、窪み部２９の真上に配置し、挿入できるようにガラス基板２
４及びベース部材４０にアライメントマークを付していてもよい。これにより、隔壁２５
を窪み部２９からずれることなく挿入できる。
【０１６４】
　次に、図１５及び図１６Ｆに示すように、レンズシート２３とガラス基板２４との間に
接着剤を封入してレンズシート２３とガラス基板２４とを接着する（Ｓ１０８）。このと
き、例えば、接着剤を側方から流し込むように注入する。注入された接着剤は、毛細管現
象によってレンズシート２３とガラス基板２４との間に充填される。これにより、レンズ
シート２３とガラス基板２４との間に接着層２７が形成される。
【０１６５】
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　次に、図１５及び図１６Ｇに示すように、レンズシート２３からベース部材４０を剥離
する（Ｓ１０９）。この工程により、レンズ部２０は完成する。また、ベース部材４０の
剥離は、例えば、過酸化ナトリウムを用いてベース部材４０を溶解することにより行った
。ベース部材４０及びベース部材４０を剥離するための試薬の組み合わせは、レンズシー
ト２３等を傷めずベース部材４０を適切に剥離できるのであれば、この組み合わせに限定
されない。
【０１６６】
　次に、図１５及び図１６Ｈに示すように、ステップＳ１０１及びステップＳ１０２で準
備した有機ＥＬ部１０を配置し、有機ＥＬ部１０の上方に、ステップＳ１０９で完成させ
たレンズ部２０を配置する（Ｓ１１０）。
【０１６７】
　次に、図１５及び図１６Ｉに示すように、有機ＥＬ部１０の封止薄膜１９の上面に、封
止樹脂３０としての接着剤を注入し、封止薄膜１９とレンズシート２３の基底部２８とを
接着する（Ｓ１１１）。これにより、図１６Ｉに示すように、有機ＥＬ部１０とレンズ部
２０とが封止樹脂３０によって貼り合わされる。
【０１６８】
　以上により、本実施の形態に係る表示パネル装置１を完成させることができる。
【０１６９】
　このように、本態様は、レンズシート２３の基底部２８に基底部２８を補強するための
ベース部材４０を設けた上で、隔壁２５をレンズシート２３に設けるものである。従って
、隔壁２５を設ける際等の製造工程において、レンズシート２３がたわむことを防止する
ことができるので、レンズシート２３のたわみによって生じるレンズシート２３の光学特
性の劣化を防止することができる。
【０１７０】
　さらに、本態様は、隔壁２５を介してレンズシート２３とガラス基板２４とを接続した
後に、ベース部材４０を剥離するものである。これにより、レンズシート２３は、隔壁２
５を介してガラス基板２４に固定されるので、ベース部材４０を剥離した後もレンズシー
ト２３はその形状を維持することができる。従って、本態様の製造方法によって製造され
た表示パネル装置１は、ガラス基板２４と前記有機ＥＬ部１０との間に、ベース部材４０
のようなレンズシート２３を補強するための補強部材を設ける必要がなくなり、その分、
ガラス基板２４と有機ＥＬ部１０との間に存在する層を削減することができる。その結果
、光の取り出し効率を向上させることができる表示パネル装置１を得ることができる。
【０１７１】
　なお、本実施の形態２に係る表示パネル装置についても上記製造方法と同様であるが、
図１６Ｅの工程において隔壁２５の先端部を有機ＥＬ部１０の方に突出した形状とする。
これにより、隔壁２５をレンズシート２３の基底部２８に形成された窪み部２９に挿入す
る際、前記隔壁２５の先端部は窪み部２９の側面に沿って移動するセルフアライメントの
機能を果たす。これによって、表示パネル装置の製造を簡便にすることができる。
【０１７２】
　なお、本発明の実施の形態３に係る表示パネル装置についても上記製造方法と同様であ
るが、図１６Ｃの工程において隔壁２５がレンズシート２３の基底部２８を貫通する構造
とする。具体的には、窪み部２９を形成する際に、窪み部２９が、前記基底部２８を貫通
するように形成される。また、図１５のステップＳ１０３において、隔壁２５の高さは、
前記窪み部２９の深さに合わせて形成される。これにより、実施の形態３に係る表示パネ
ル装置における隔壁２５がレンズシート２３の基底部２８を貫通する構造を得ることがで
きる。
【０１７３】
　以上、説明してきた本発明の各実施の形態に係る表示パネル装置については、フラット
パネルディスプレイ等として利用することができ、図１７に示すようなテレビジョンセッ
ト、携帯電話機、パーソナルコンピュータなどのあらゆる表示装置に適用することができ
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る。
【０１７４】
　また、以上、本発明に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製造方法については、
実施の形態に基づいて説明したが、本発明に係る表示パネル装置及び表示パネル装置の製
造方法は、上記の実施の形態に限定されるものではない。各実施の形態に対して当業者が
思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施形態
における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明に係る表示パネル装置は、テレビジョンセット、携帯電話機、パーソナルコンピ
ュータなどのあらゆる表示装置として利用することができる。
【符号の説明】
【０１７６】
　１　表示パネル装置
　１０　有機ＥＬ部
　１１　有機発光層
　１１Ｒ　赤色有機発光層
　１１Ｇ　緑色有機発光層
　１１Ｂ　青色有機発光層
　１２　画素部
　１２Ｒ　赤色画素部
　１２Ｇ　緑色画素部
　１２Ｂ　青色画素部
　１３　基板
　１４　第１電極（下部電極）
　１５　正孔注入層
　１６　中間層
　１７　電子輸送層
　１８　第２電極（上部電極）
　１９　封止薄膜
　２０　レンズ部
　２２　レンズ
　２２Ｒ　赤色用レンズ
　２２Ｇ　緑色用レンズ
　２２Ｂ　青色用レンズ
　２３　レンズシート
　２４　ガラス基板（カバープレート）
　２５　隔壁
　２７　接着層
　２８　基底部（ベース部）
　２９　窪み部
　３０　封止樹脂
　４０　ベース部材
　ＢＮＫ　バンク
　ＬＮ　配線
　１０００　ＯＬＥＤディスプレイ
　１００１　基板
　１００２　底部電極
　１００３　正孔輸送層
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　１００４　発光層
　１００５　電子輸送層
　１００６　共通の光透過性電極
　１００７　導電層
　１００８　絶縁層
　１００９　光散乱材料
　１０１０　光透過性カバー
　１０１１　ギャップ
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、
　前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、
　前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有す
るレンズシートと、
　前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための
封止層と、
　前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの高さ
よりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する隔
壁と、を具備し、
　前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成さ
れ前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であり、
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも短く、側辺が傾斜した形状である、
　表示パネル装置。
【請求項２】
　前記レンズシートの窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は、前記隔壁によって区画さ
れた一の色に対応する画素部に含まれる有機発光層から放出される光であって、前記一の
色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向かう光を吸収する、
　請求項１記載の表示パネル装置。
【請求項３】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の底面は平面であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記隔壁の底面が黒
色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項４】
　前記窪み部に挿入された前記隔壁の先端部は前記画素部の方に突出した形状であり、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面が黒色とは、前記先端部の突出し
た形状の側面が黒色であることを含む、
　請求項２記載の表示パネル装置。
【請求項５】
　前記レンズシートの下面から前記複数の画素部に含まれる有機発光層までの距離と、前
記レンズシートの下面から前記ガラス基板の下面までの距離との比は、１：１から１：８
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の範囲内である、
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項６】
　前記隔壁は、各レンズ間であって、前記レンズの形成領域の端部から所定範囲内に形成
されている、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項７】
　前記隔壁は、前記レンズの形成領域の端部から０μｍ以上であって５４μｍ以下の範囲
内に形成されている、
　請求項６に記載の表示パネル装置。
【請求項８】
　前記隔壁の側面は黒色であり、
　前記隔壁は、前記一の画素部に含まれる有機発光層から放出された光であって、前記ガ
ラス基板で反射され前記一の色に対応する画素部に隣接する他の色に対応する画素部に向
かう光を吸収する、
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項９】
　前記隔壁は、さらに、前記表示パネル装置の外部から前記ガラス基板を介して前記一の
画素部に入射する外光を吸収する、
　請求項８に記載の表示パネル装置。
【請求項１０】
　前記隔壁は、少なくとも前記基底部から延び前記ガラス基板に接触している
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１１】
　前記窪み部は、前記レンズシートを貫通しており、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、前記レンズシートを貫通している
、
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１２】
　前記基底部の厚さは５μｍから２０μｍであって、前記有機発光層から前記レンズシー
トの底面までの距離が２μｍ以上の場合、前記隔壁を前記基底部の底面まで貫通させる、
　請求項１１記載の表示パネル装置。
【請求項１３】
　前記複数の画素部は、所定の方向に沿って同一の色を放出する有機発光層を含み、
　前記隔壁は、前記所定の方向に沿って、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレ
ンズ間を区画する
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１４】
　前記レンズは、その上面視が長尺状であって、その長手方向に直交する断面が所定の曲
率を有する楕円弧形状である、
　請求項１３記載の表示パネル装置。
【請求項１５】
　前記複数の画素部は格子状に配置され、
　前記隔壁は、前記複数のレンズの間に、前記格子状の縦方向及び横方向に設けられる、
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１６】
　前記複数のレンズの上面にわたって形成され、前記複数のレンズにより形成された前記
複数のレンズの凹凸を平坦化して前記レンズシートと前記ガラス基板とを接着する接着層
が設けられ、
　前記接着層の屈折率は、前記複数のレンズの屈折率よりも小さい、
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　請求項１３乃至請求項１５のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１７】
　前記ガラス基板は、前記表示パネル装置の外面を形成する、
　請求項１乃至請求項１６のいずれか１項に記載の表示パネル装置。
【請求項１８】
　前記有機発光層と前記下部電極との間には、前記有機発光層に正孔を注入する正孔注入
層を含む、
　請求項１乃至請求項１７のいずれかに記載の表示パネル装置。
【請求項１９】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部と、
　前記上部電極の上方に設けられるガラス基板と、
　前記複数の画素部と前記ガラス基板との間に介在し、前記複数の画素部の各々に対応し
て設けられる複数のレンズと前記レンズが突出して形成される土台である基底部とを有す
るレンズシートと、
　前記上部電極と前記レンズシートとの間に介在し、前記複数の画素部を封止するための
封止層と、
　前記ガラス基板と前記レンズシートとの間に、その高さが少なくとも前記レンズの高さ
よりも高く設けられ、前記放出する色の異なる画素部間に対応するレンズ間を区画する隔
壁と、を具備し、
　前記レンズシートは、前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って形成さ
れ前記基底部の表面から前記レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を有し、
　前記隔壁は、前記レンズシートの窪み部に挿入され、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色であり、
　前記隔壁の断面形状は、上辺が底辺よりも長く、側辺が傾斜した形状である、
　表示パネル装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至請求項１９のいずれか１項に記載の表示パネル装置を備えている表示装置
。
【請求項２１】
　下部電極、上部電極、及び、前記下部電極と前記上部電極との間に介在し赤色、緑色及
び青色のいずれかの光を放出する有機発光層を含む複数の画素部を準備する第１工程と、
　前記上部電極の上方に、前記複数の画素部を封止するための封止層を形成する第２工程
と、
　前記複数の画素部の各々に対応して設けられる複数のレンズと前記複数のレンズが突出
して形成される土台である基底部とを有するレンズシートであって、前記基底部を補強す
るベース部材を前記基底部の前記レンズと反対側の面に有するレンズシートを準備する第
３工程と、
　ガラス基板に、各レンズの相互間を区画する複数の隔壁を形成する第４工程と、
　前記基底部の前記レンズが設けられた領域の外周に沿って、前記基底部の表面から前記
レンズの突出方向とは逆方向に窪んだ窪み部を形成する第５工程と、
　前記ガラス基板に形成された隔壁を前記窪み部に挿入し、前記隔壁の高さが少なくとも
前記レンズの高さよりも高くなるように前記隔壁を配置する第６工程と、
　前記レンズシートと前記ガラス基板との間に接着剤を注入して前記レンズシートと前記
ガラス基板とを接着する第７工程と、
　前記レンズシートから前記ベース部材を剥離する第８工程と、
　前記封止層の上面に接着剤を注入して、前記封止層と前記レンズシートとを接着する第
９工程と、を含み、
　前記隔壁の少なくとも前記窪み部に挿入された周囲面は黒色である、
　表示パネル装置の製造方法。
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【請求項２２】
　前記第５工程は、前記窪み部を貫通させ、前記複数のレンズの間に前記隔壁を貫通させ
るための孔を形成する工程である、
　請求項２１に記載の表示パネル装置の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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